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魚沼市公共施設等総合管理計画の一部改訂について

本計画については、平成28年度から令和17年度までの20年間の考え方を示す計画である

ことから、改訂については、平成 30年 2 月 27 日総財務第28号「公共施設等総合管理計画の

策定にあたっての指針の改訂」に基づく方針の追加、年号の修正及び施設情報の管理方法等の

現状の反映に関しての一部改訂に留めることとしました。

なお、一部改訂にあたり、平成 30年度末現在の公共施設に関する情報を公共施設白書の改

訂(令和 2年 6 月)に基づき把握するとともに、公営企業が有する施設、インフラの状況につい

ても現状を把握しました。これら施設等の現状と平成28年度から令和2年度までの短期目標

期間における実施計画の進捗を踏まえ、第 1章－２ 公共施設等の状況のうち(1)公共施設の概

況、(6)公営企業の施設、(7)インフラの状況、第 3章 施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針及び資料集(公共施設の一覧)について更新しました。これらの更新内容については別冊と

して取りまとめました。

主な改訂箇所

①「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂」に基づきユニバーサルデザイ

ン化の推進方針を追加。

②年号の修正。（平成→令和）

③総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針等について現状を反映。

改訂箇所の詳細は以下のとおりです。

令和3 年 1 月一部改訂 新旧対照表

ページ 改定後(新) 改訂前(旧)

P9

(追加)

公営企業が有する公共施設は、会計別に以下のと

おりとなります。

なお、公共施設等総合管理計画の改訂時に把握し

た公営企業が有する公共施設については、別冊とし

てまとめています。

公営企業が有する公共施設は、会計別に以下のと

おりとなります。

P10

(追加)

（７）インフラの状況

市が管理するインフラは以下のとおりです。

なお、公共施設等総合管理計画の改訂時に把握し

たインフラの状況については、別冊としてまとめて

います。

（７）インフラの状況

市が管理するインフラは以下のとおりです。

P12

(変更)

本市の人口は (中略) 国立社会保障・人口問題

研究所が 2013 年（平成 25年）３月に公表した試算

によると、2040年（令和 22 年）の人口は 25,556人

まで減少すると推計されています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、 (中

略) 2010 年（平成 22 年）には 29.7％に増加してい

ます。推計によると、2040 年（令和 22 年）には人口

構成割合では年少人口は9.6％、高齢者人口は43.8％

になることが見込まれています。

本市の人口は (中略) 国立社会保障・人口問題

研究所が 2013年（平成 25年）３月に公表した試算

によると、2040 年（平成 52 年）の人口は 25,556 人

まで減少すると推計されています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、 (中

略) 2010年（平成 22 年）には 29.7％に増加してい

ます。推計によると、2040年（平成52年）には人口

構成割合では年少人口は9.6％、高齢者人口は43.8％

になることが見込まれています。



ページ 改定後(新) 改訂前(旧)

P21

(変更)

本市の人口は、1955年(昭和 30 年)の61,219 人を

ピークに減少が続き、2010 年(平成 22 年)時点では

40,361 人まで減少しています。今後もこの傾向は継

続することが考えられ、2040年(令和 22 年)には

25,556 人まで減少すると推計されています。

本市の人口は、1955 年(昭和30年)の 61,219人を

ピークに減少が続き、2010年(平成 22 年)時点では

40,361人まで減少しています。今後もこの傾向は継

続することが考えられ、2040 年(平成52年)には

25,556人まで減少すると推計されています。

P23

(変更)

2015 年（平成 27 年）６月にとりまとめた「魚沼市

公共施設白書」では、現在保有又は管理している公

共施設等を今後も維持・更新すると仮定した場合、

2035 年度（令和 17 年度）以降、公共施設等の更新費

用が一段と増大してくるとの推計がされています。

よって、それまでに本市における公共施設等の保有

量を最適化し、財政負担の軽減・平準化を図ってお

く必要があることから、本計画においては、2035年

度（令和 17年度）までの 20年間を計画の目安とし

て設定します。

なお、本市を取り巻く社会情勢や、国の施策等の

推進状況等を踏まえ見直し等を図ります。

2015年（平成 27年）６月にとりまとめた「魚沼市

公共施設白書」では、現在保有又は管理している公

共施設等を今後も維持・更新すると仮定した場合、

2035 年度（平成 47年度）以降、公共施設等の更新費

用が一段と増大してくるとの推計がされています。

よって、それまでに本市における公共施設等の保有

量を最適化し、財政負担の軽減・平準化を図ってお

く必要があることから、本計画においては、2035 年

度（平成 47 年度）までの 20 年間を計画の目安とし

て設定します。

なお、本市を取り巻く社会情勢や、国の施策等の

推進状況等を踏まえ、見直し等を図ります。

P23

(変更)

P23

(変更)

（短期目標期間）

2021 年度(令和３年度)から 2025年度(令和７年度)

の５年間

（短期目標期間）

2016年度(平成28年度)から2020年度(平成32年度)

の５年間

P24

(変更)

P28

(追加)

⑦ ユニバーサルデザイン化の推進方針

ア 公共施設等の改修や更新等を行う際には、市

民ニーズや関係法令等におけるユニバーサルデザイ

ンのまちづくりの考え方を踏まえ、障がいの有無、

年齢、性別、人種等に関わらず、誰もが安全・安心

で快適に利用できるようにユニバーサルデザインへ

の対応に努めます。

P28

(変更) ⑧ (略)

ア (略)

イ 公共施設等に関する情報は財務会計システ

ムなどを活用して、全庁的に一元管理するとと

もに、地方公会計制度の財務諸表や財産に関す

る調書とも整合性を図ることで、一貫した資産

データに基づく公共施設管理を進めていきま

す。

⑦ (略)

ア (略)

イ 公共施設マネジメントシステムを運用し、公

共施設等に関する情報を全庁的に一元管理し

ていきます。

ウ 公共施設マネジメントシステムは、公会計管

理台帳とも連携させ、地方公会計制度の財務諸

表や財産に関する調書とも整合性を図ること

で、一貫した資産データに基づく公共施設管理

を進めていきます。

【計画期間】

2016 年度(平成 28 年度)から 2035年度(令和 17

年度)の 20 年間

【計画期間】

2016年度(平成 28年度)から 2035年度(平成 47

年度)の20年間



ページ 改定後(新) 改訂前(旧)

P28-P29

(変更)

ウ (略)

エ (略)

オ (略)

カ (略)

キ (略)

エ (略)

オ (略)

カ (略)

キ (略)

ク (略)

P31

(追加)

白書の「第４章 公共施設類型分類別の分析」に

おける分析結果を受けて、施設類型別に方針を示し

ます。

白書の施設データを令和２年６月に更新したこと

に伴い、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

を白書に基づき更新しました。なお、更新内容につ

いては別冊としてまとめています。

白書の「第４章 公共施設類型分類別の分析」に

おける分析結果を受けて、施設類型別に方針を示し

ます。

P37

(変更)

年少人口（0 歳～14歳）は、1980年（昭和 55年）

に本市の人口の 21.7％を占めていましたが、2010 年

（平成 22年）は 12.9％に減少しており、さらに国立

社会保障・人口問題研究所の推計では 2040 年（令和

22年）には 9.6％まで下落するとされ、少子高齢化

の進行が予想されています。

年少人口（0 歳～14 歳）は、1980 年（昭和 55 年）

に本市の人口の 21.7％を占めていましたが、2010 年

（平成 22年）は12.9％に減少しており、さらに国立

社会保障・人口問題研究所の推計では 2040年（平成

52 年）には 9.6％まで下落するとされ、少子高齢化

の進行が予想されています。

P51

(変更)

公共施設に関する情報は、財務会計システムなど

を活用し、公会計管理台帳などとあわせて財産管理

を所管する部署で一元的に管理する体制とします。

公共施設の利用状況などは、各施設所管課が毎月の

利用状況を確実に集計することにより、公共施設の

現状をいつでも把握できる状態とします。

本計画の着実な推進にあたっては、副市長を本部

長とする「行政改革推進本部」及びその下部組織で

ある「公共施設等総合管理計画庁内推進委員会」に

おいて、全庁的な取組体制をとり、公共施設の効率

的な配置の検討審議等を継続的に行っていきます。

公共施設に関する情報は、公共施設マネジメント

システムを導入し、公会計管理台帳などとあわせて

財産管理を所管する部署で一元的に管理する体制と

します。公共施設の利用状況などは、各施設所管課

により適時にシステム入力を行い、公共施設の現状

をいつでも把握できる状態とします。

本計画の着実な推進にあたっては、副市長を本部

長とする「行政改革推進本部」及びその下部組織で

ある「公共施設等総合管理計画庁内推進委員会(仮

称)」において、全庁的な取組体制をとり、公共施設

の効率的な配置の検討審議等を継続的に行っていき

ます。

P51

(変更)

２ フォローアップの進め方について

① (略)

② (略)

③ (略)

④ (略)

⑤ 公共施設白書は、本計画の改定時に必要と

なる施設データについて更新を行います。

２ フォローアップの進め方について

① (略)

② (略)

③ (略)

④ (略)

⑤ 公共施設白書は、公共施設マネジメントシス

テムを活用し、本計画の改定時に更新を行いま

す。

P52

(追加)

公共施設等白書に掲載された公共施設の一覧を耐

用年数到来年度（西暦で表示）順に並びかえて掲載

しています。

令和２年６月更新の白書に掲載された公共施設の

一覧については、第３章 施設類型ごとの管理に関

する基本的な方針と併せ、別冊としてまとめていま

す。

公共施設等白書に掲載された公共施設の一覧を耐

用年数到来年度（西暦で表示）順に並びかえて掲載

しています。
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は じ め に

本市は、平成 16 年 11 月に北魚沼郡堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、

入広瀬村が合併して誕生しました。新潟県の南東部に位置し、福島県と群馬県の県境に

接しています。総面積は 946.76km2 で新潟県全体の 7.5%を占めています。

２町４村による対等合併であり、市内における公共施設等については、合併前の６町

村が住民福祉の向上と地域振興のために建設した施設等を引継いでいることから、人口

規模の類似した他自治体と比較して、より多くの施設等を保有している状況にあります。

これらの施設を維持管理していくためには多くの経費が必要となり、市の財政圧迫に

つながることから、市ではこれまでも行政改革の一環として、各施設の再編計画を立て

て行政サービスが低下することのないよう配慮しながら、施設の統合や譲渡などの再編

整備を進めてきました。

しかし、それぞれの自治体の事情は異なるものの、県内の同じ人口規模の自治体と比

較した場合、施設の延床面積が大きく、今後も引き続き再編整備を進めていかなければ

ならない状況にあります。

さらに本市においては、今後も人口減少や少子高齢化の進行が想定され、また市民ニ

ーズの多様化などによる公共施設の利用状況の変化や、町村合併に伴う財政的な特例の

終了などもあり、本市の公共施設等を取り巻く情勢は今まで以上に厳しいものとなって

います。

このため、公共施設の維持管理においても、更なる中長期的な展望も視野に入れ、集

約化や複合化を進めながら、効果的かつ効率的な施設運営を行うための総合的な施設の

維持管理計画の策定が必要となっています。

また、全国においても現在の公共施設の多くは、高度経済成長期の人口増加と社会変

化に対応するために整備されたものが多く、その老朽化対策が大きな課題となっており、

国においては地方公共団体に対して、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する

ため、「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むことを要請しています。

このようなことから、本市においては、これまで個別に実施してきた施設再編整備を、

市全体の施設を総合的に管理する方針に改め、公共施設における適正な施設配置や、長

寿命化を含めた保全管理など、将来を見据えた公共施設等のあり方について検討するた

め、平成 27 年６月に市が所有する公共施設等の全体像と各用途別施設の現状分析をま

とめた「魚沼市公共施設白書」を作成しました。

本計画は、この白書を活用して、市内公共施設等の適正管理及び有効活用の推進を図

るため『魚沼市公共施設等総合管理計画』を策定したものです。
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【公共施設等総合管理計画の記載にあたっての前提】

本市は、市役所などの庁舎、義務教育を提供するための小中学校、多くの市民

の方々に利用される文化施設やスポーツ施設、市営住宅など多岐にわたる施設及

び道路・橋梁・上下水道施設などのインフラを保有しています。

本計画において対象とする公共施設等は、全ての公共施設及びインフラとしま

すが、公共施設等の状況の整理や更新費用試算にあたっては、50㎡未満の施設

は集計対象外としています。

① 端数処理について

本計画で取り扱う数値は、金額については単位未満で切り捨て、延床面積等に

ついては単位未満で四捨五入の端数処理を基本としているため、表記される合計

は一致しない場合があります。

② 調査時点について

本計画に実績値を掲載する場合、数値は、平成 26 年 3 月 31 日時点あるいは平

成 25 年度 1 年間を基本としていますが、それ以外の情報を利用する場合は、そ

の旨を記載しています。

③ ％（パーセント）表記について

実績値を「％（パーセント）」表記する場合、小数第 2 位を四捨五入していま

す。そのため、合計値が「100％」にならない場合があります。

④ 複合施設の計上について

複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しているため、実際の施

設数とは一致しません。

⑤ 公共施設等の範囲について

・公共施設：市が所有している集会施設、スポーツ施設又は学校等の建物のこ

と

・インフラ：道路、橋梁、上下水道管路等のこと

・公共施設等：公共施設、インフラ及び公営企業施設（病院等）の総称
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第１章 魚沼市における公共施設等の概要

１ 市の地域区分

本計画では、合併前の旧町村を「地域」と捉え、堀之内、小出、湯之谷、広神、守門、

入広瀬の６地域に区分して、公共施設等の整理を行います。

図 1-1 本市の地図及び地域区分
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面積 946.93k㎡
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人 口 38,624 人

(H27.3 住民基本台帳）
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２ 公共施設等の状況

（１）公共施設の概況

平成 26 年 3 月 31 日時点で、本市が保有する 50㎡以上の建物を含む公共施設は 305

施設あり、総延床面積は 354,787 ㎡となっています。

これらの施設について、維持管理や運営状況等の現状を分析するため、総務省が用

いている区分（大分類・中分類は総務省更新費用試算ソフトに準拠）や本市の公共施

設の実情に即した区分（小分類）により分類しています。

表1-1 公共施設の一覧

注：対象施設一覧の大分類・中分類は、総務省更新費用試算ソフト内の用途分類に準拠しました。

：小分類は、総務省更新費用試算ソフト内の施設名称例を参考に分類しました。

：延床面積が50㎡以上の公共施設を調査対象としました。

：図書館については、市が保有している建物でないため、施設数・面積はカッコで記載し、集計には含まれていません。

会計名 大分類 中分類 小分類 施設数 延床面積(㎡)

地区集会施設 53 16,241

公民館等 12 15,979

文化会館 1 6,366

文化財 2 1,406

図書館 図書館 (1) (884)

博物館等 博物館･資料館 4 2,474

体育館等 16 24,074

プール 3 1,039

野球場・運動広場 4 1,078

スキー場 5 4,819

温泉施設 13 34,220

観光施設 7 4,734

リース工場 10 4,643

農業振興施設 14 7,077

小学校 9 50,421

中学校 6 37,831

幼稚園・保育園 幼稚園・保育園 11 13,647

幼児・児童施設 幼児・児童施設 4 2,425

高齢福祉施設 13 13,433

その他福祉施設 1 1,450

障害福祉施設 障害福祉施設 2 1,265

保健施設 保健センター 3 3,892

庁舎等 庁舎 6 19,453

消防施設 消防署 2 4,238

その他行政系施設 その他行政系施設 9 3,512

市営住宅 51 43,714

市有住宅 9 7,805

公園 公園 公園 11 4,040

ごみ処理場 1 5,747

その他供給処理施設 1 4,927

職員住宅 11 4,308

斎場 2 416

その他 9 8,113

計 305 354,787

普通会計

その他 その他

供給処理施設

公営住宅

高齢福祉施設

学校

産業系施設

スポーツ施設

文化施設

集会施設

スポーツ･レクリエー

ション系施設

産業系施設

学校教育系施設

市民文化系施設

社会教育系施設

公営住宅

供給処理施設

行政系施設

保健・福祉施設

子育て支援施設
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（２）公共施設（行政財産＊1）の県内自治体比較

本市の公共施設の総延床面積は、県内団体との比較において、人口に対する建物総

延床面積が大きく、ストックの総量＊2が多い状況にあります。

新潟県内の団体と比較し、人口４万人程度の自治体の平均的な建物延床面積を統計

的に算出すると、23万㎡程度であり、現在の 348,573 ㎡＊3と比べると 12 万㎡程度(３

割程度)が過剰といえます。

なお、全国の団体と比較し、人口４万人程度の自治体の平均的な建物延床面積を統

計的に算出すると、16 万㎡程度であり、現在の 348,573 ㎡と比べると 18 万㎡(５割程

度)が過剰といえます。

図 1-2 人口と延床面積の県内自治体比較（平成25年度）

注：町村については、市と大きく状況が異なるため、グラフの枠外としています。

：新潟市、長岡市、上越市は、他の団体とプロット場所が大きく外れるため、グラフの枠外としています。

＊1 行政財産：公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産のことです。
＊2 ストックの総量：本市で所有している公共施設の延床面積の総量のことです。
＊3 比較の便宜の観点から、総務省の公共施設状況調の統計数値を使用しているため、白書の作成にあたって行った

調査で把握した総延床面積(354,787 ㎡)と一致していません。
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（３）普通会計等＊4公共施設の地域別の状況

本市の公共施設の延床面積を旧町村単位である６地域で割った一地域当たりの延床

面積は５万９千㎡となります。地域別延床面積でみると、人口の 15.3％を占める湯之

谷地域の７万㎡（19.7％）、人口の 28.7％を占める小出地域の６万２千㎡（17.5％）、

人口の 20.4％を占める広神地域の６万㎡（16.8％）が一地域当たりの延床面積を超え

ており、守門、堀之内、入広瀬の各地域は面積を下回っています。

一方、公共施設の延床面積を人口で割った地域住民一人当たりの延床面積は 8.9 ㎡

となっており、人口が比較的少ない入広瀬、守門、湯之谷の各地域で一人当たりの延

床面積が大きく、人口が比較的多い小出、堀之内、広神の各地域で面積が小さくなっ

ています。

図 1-3 地域別の延床面積と住民一人当たりの延床面積（平成 25年度）
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＊4 普通会計等：普通会計及び公営企業（上水道事業や下水道事業等）に属さない公営事業会計（国民健康保険事業

特別会計等）を統合したものです。
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（４）普通会計等公共施設の年度別の設置状況
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（５）公共施設のコスト＊5状況

各施設のフルコスト＊6から、各施設における使用料などの収入を差し引いた額をネ

ットコスト＊7としています。このネットコストは、公共施設を運営するにあたって生

じるコストを補う収入を差し引いた金額であるため、公共施設に関する財政負担額を

意味します。

平成 25 年度における公共施設全体のネットコストは約 18 億円です。大分類別で見

ると、フルコスト上位の産業系施設、学校教育系施設、供給処理施設のうち、産業系

施設は各施設における収入も多いため、ネットコストは低くなります。ネットコスト

の合計でみると、産業系施設、学校教育系施設が約５億円で最も大きくなっています。

表 1-2 大分類別の行政コスト計算書（平成25年度）

（単位：百万円）

注：本表は、円単位で集計し単位未満で切り捨ての端数処理をしていますので合計が合わない場合があります。

大分類
維持

管理費

事業

運営費
コスト

減価

償却費
フルコスト 収入 ネットコスト

市民文化系施設 100 54 154 130 284 18 265

社会教育系施設 10 14 24 8 32 1 31

スポーツ・

レクリエーション系施設
44 43 88 85 174 16 157

産業系施設 345 683 1,029 188 1,217 717 500

学校教育系施設 97 362 460 221 681 186 494

子育て支援施設 57 74 132 47 179 0 179

保健・福祉施設 147 122 270 67 338 718 -380

行政系施設 73 72 146 80 226 10 216

公営住宅 49 22 72 227 300 142 157

公園 17 27 44 9 54 24 29

供給処理施設 205 197 402 36 438 303 134

その他 9 20 30 38 68 24 44

合計 1,158 1,697 2,855 1,141 3,996 2,164 1,832

＊5 コスト：「維持管理費＋事業運営費」のことです。
＊6 フルコスト：「維持管理費＋事業運営費＋減価償却費」のことです。
＊7 ネットコスト：「（維持管理費＋事業運営費＋減価償却費）－収入」のことです。
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（６）公営企業＊8の施設

公営企業が有する公共施設は、会計別に以下のとおりとなります。

なお、公共施設等総合管理計画の改訂時に把握した公営企業が有する公共施設につ

いては、別冊としてまとめています。

① 病院事業会計

本市の病院事業会計は、小出病院の外来棟１棟（8,311.94 ㎡）と堀之内病院の

病棟２棟（4,260.70 ㎡）を有しています。

なお、2015 年（平成 27 年）６月から小出病院は、外来棟の他は県有施設を借り

て開院しています。

また、病院事業会計ではありませんが、市内には湯之谷地域、守門地域及び入

広瀬地域の３地域に、診療所＊9を４ヶ所設置しています。なお、診療所は他の機

能とあわせて複合施設となっています。

② 水道事業会計

水道事業会計では、浄水場 14 施設（1,424.00 ㎡）、配水池６施設（911.00 ㎡）

を有しています。

③ 下水道事業会計

下水道事業会計では、汚水処理場 24 施設（13,806.00 ㎡）、ポンプ場２施設

（373.00 ㎡）を有しています。

④ ガス事業会計

ガス事業会計は、供給所４施設（895.00 ㎡）、ガス製造所１施設（277.00㎡）

を有しています。

⑤ その他

水道事業会計・下水道事業会計・ガス事業会計を統括する施設として、ガス水

道局庁舎１施設（840.00 ㎡）と物置２棟（617.00 ㎡）を有しています。

＊8 公営企業：本市が特別会計としてかつ地方公営企業法を適用している上水道事業や下水道事業等のことです。
＊9 診療所：国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定及び診療所特別会計に含まれています。
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（７）インフラの状況

市が管理するインフラは以下のとおりです。

なお、公共施設等総合管理計画の改訂時に把握したインフラの状況については、別

冊としてまとめています。

① 道路

② 橋梁

③ 上水道

種 別 総延長（km） 面積（km2）

一般道路 1,062.36 4.56

橋梁長さ 本数（本）

15m 未満 439

15m 以上 102

合 計 541

種 別 面積（㎡）

PC橋 14,747

RC橋 6,760

鋼 橋 13,190

石 橋 ―

その他 2,853

合 計 37,550

種 別 延長（ｍ）

導水管 35,955

送水管 14,689

配水管 491,931

合 計 542,575
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④ 下水道

⑤ ガス

⑥ その他

【公園】

公園は、大きなものとして月岡公園、小出公園などがあります。

種 別 延長（ｍ）

コンクリート管 69,983

陶 管 －

塩ビ管 364,319

更生管 598

その他 24,104

合 計 459,004

種 別 延長（ｍ）

中圧管 64,860

低圧管 231,337

合 計 296,197

種 別 箇所数 面積（km2）

都市公園等 17 0.45

その他の公園 80 1.02

合 計 97 1.47
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３ 人口動向

（１）本市全体の人口の推移と推計

本市の人口は 1955 年（昭和 30 年）の 61,219 人（合併前６町村の計）をピークに減

少傾向に転じ、2010年（平成 22 年）には 40,361 人まで減少しています。この人口の

減少傾向は現在も続いており、国立社会保障・人口問題研究所が 2013年（平成 25 年）

３月に公表した試算によると、2040 年（令和 22 年）の人口は 25,556 人まで減少する

と推計されています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、年少人口（0～14 歳）は、1980 年（昭

和 55 年）に人口の 21.7％を占めていましたが、2010 年（平成 22 年）には 12.9％に

減少しています。高齢者人口（65 歳以上）は、1980 年（昭和 55 年）に人口の 13.0％

を占めていましたが、2010 年（平成 22 年）には 29.7％に増加しています。推計によ

ると、2040 年（令和 22年）には人口構成割合では年少人口は 9.6％、高齢者人口は

43.8％になることが見込まれています。少子高齢化の進行についても、全国の他の団

体と比べて深刻な状況にあります。

このように、本市においては、人口減少に伴う公共施設等の整理統合及び少子高齢

化に伴う市民ニーズに即した公共施設等の見直しが急務となっています。

図 1-5 本市全体の人口推移

出典：総務省統計局『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口

（平成 25年 3月推計）』より作図
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４ 財政の現況と課題

（１）歳入

本市の平成 25 年度の普通会計の歳入は 296 億円です。その内訳は、地方交付税が

132億円と最も多くおよそ 40％を占め、次いでその他特定財源が 45 億円、市税の 39

億円となっています。

歳入の推移をみると、平成 19 年度には 247 億円まで減少しましたが、その後、平成

21 年度には 307 億円に達し、平成 24年度から再び増加に転じています。

市税については、30 億円台後半から 44億円程度で推移しており、その内訳は図 1-6

の通りです。

地方交付税は、算定費目の追加等により近年増加傾向にあります。

その他一般財源は、地方譲与税や地方特例交付金などが含まれており、近年減少傾

向にあります。

市債は、横ばいで推移しています。

国庫支出金及び都道府県支出金についても、市債と同様に横ばいで推移しています。

その他特定財源には、繰入金や寄附金などが含まれており、近年増加傾向にありま

す。

図 1-6 普通会計歳入の推移

出典：総務省HP 地方財政状況調査関係資料「決算カード」より

http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa_shiryo.html
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（２）歳出

本市の平成 25 年度の普通会計の歳出は 277 億円です。その内訳は、投資的経費＊10

が 48 億円で最も多くおよそ 20%を占めており、次いで人件費が 38億円、物件費が 36

億円となっています。

歳出の推移をみると、義務的経費のうち人件費は人員削減等の影響により減少して

いるものの、扶助費＊11は国の施策等の影響により、年々増加傾向にあります。投資的

経費も、増加傾向にあります。公債費は年々減少傾向で推移している中、平成 25 年度

は前年より増加しています。

図 1-7 普通会計歳出の推移

出典：総務省HP 地方財政状況調査関係資料「決算カード」より

http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa_shiryo.html

＊10 投資的経費：その経費の支出の効果が単年度又は短期的に終わらず、固定的な資本の形成に向けられるものです。
＊11 扶助費：社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して国や地方公共団体が行う

支援に要する経費のことです。
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（３） 公共施設の将来の更新等＊12費用＊13

現在本市が保有する普通会計の施設を、耐用年数経過後に同じ規模（延床面積）で

更新したと仮定した場合、今後 40 年間の更新費用の総額は 2,313.6 億円で、試算期間

における平均費用は年間 57.8 億円となります。過去５年間（平成 21 年度～25 年度）

の公共施設にかけてきた投資的経費は、年平均 30.4 億円ですので、直近の投資的経費

の 1.9 倍の費用がかかる試算となります。

すべての施設を現状のまま維持・更新していくことは財政的に大変厳しい状況とい

えます。

図 1-8 公共施設の更新費用試算（普通会計建物）

＊12 更新等：公共施設及びインフラ整備において、耐用年数到来に伴い、機能が低下した公共施設等を、同程度の機

能を有する公共施設等に再整備する又は大規模改修することです。
＊13 更新等費用：耐用年数の１／２経過後に大規模改修を行い、耐用年数経過後に同じ規模（総延床面積）で建替え

を行うと仮定した場合にかかる費用のことです。
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現在までのストック ： 35.5万㎡

1.9倍

年更新費用試算額 ：57.8億円

公共施設投資的経費 既存更新分及び新規整備分直近5箇年度平均 ：

40年間の更新費用総額 ： 2313.6億円

年更新費用試算額との比較 ：30.4億円

既存更新分＋新規整備分(5箇年度平均)大規模改修

現時点で大規模改修時期到来資産の大規模改修
現時点で耐用年数到来資産の建替え

建替え
新規整備・既存更新分

公共施設の更新で、

毎年 27.4億円の不足が

見込まれます！

更新にかけてき
た金額

これからかかる
更新費用

大規模改修23.7億円

建替え
34.1億円

30.4億円
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現在本市が保有する普通会計の施設に、公営企業会計(病院会計、上水道会計、下水

道会計) の施設の更新費用を考慮に入れた場合、今後 40 年間の更新費用の総額は

2,407.7億円で、試算期間における平均費用は年間 60.1 億円となります。

これは、普通会計の施設のみの更新を考えた場合の 57.8 億円と比べて 1.04 倍とな

ります。

過去５年間(平成 21 年度～25 年度)の公共施設にかけてきた投資的経費は、年平均

30.5 億円ですので、直近の投資的経費の 1.9 倍の費用がかかる試算となります。

すべての施設を現状のまま維持・更新していくことは財政的に大変厳しい状況とい

えます。

図 1-9 公共施設の更新費用試算（普通会計建物＋公営企業会計建物）
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現在までのストック ： 38.0万㎡

1.9倍

年更新費用試算額 ： 60.1億円 40年間の更新費用総額 ： 2407.7億円

30.5億円 年更新費用試算額との比較 ：公共施設投資的経費 既存更新分及び新規整備分直近5箇年度平均 ：

既存更新分＋新規整備分(5箇年度平均)大規模改修

現時点で大規模改修時期到来資産の大規模改修
現時点で耐用年数到来資産の建替え

建替え
新規整備・既存更新分
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（４） インフラの将来の更新等費用

道路、橋梁、上下水道などのインフラについても、建物と同様、耐用年数が来れば

更新していかなければなりません。

インフラについても、耐用年数経過後に、現在と同じ面積、延長等で更新したと仮

定して試算した場合、今後 40 年間の更新費用の総額は 1,681.6 億円で、試算期間にお

ける平均費用は年間 42 億円となります。過去５年間(平成 21年度～25 年度)における

投資的経費は、年平均 11.3 億円ですので、現状の 3.7 倍の費用がかかる試算となり、

公共施設以上に財政的負担が大きくなります。

更新費用を年度別でみても、すべての年度でこれまでの支出平均額を超過すること

となるため、すべてのインフラを維持・更新することを前提とすれば、これまで以上

に投資的経費をかけていくことが必要となります。また、2038 年以降には下水道に係

るインフラが耐用年数を迎えはじめ、そのコストは非常に多額になることが見込まれ

ます。

図 1-10 インフラの更新費用試算
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(億円) 3.7倍

年更新費用試算額 ： 42億円 40年間の更新費用総額 ： 1681.6億円

11.3億円

既存更新分＋新規整備分(5箇年度平均)道路整備額

橋りょう整備額

下水道整備額

新規整備・既存更新分

公共施設投資的経費 既存更新分及び新規整備分直近5箇年度平均 ： 年更新費用試算額との比較 ：

上水道整備額

更新にかけてき
た金額

これからかかる
更新費用

11.3億円 42億円

インフラの更新で、

毎年 30.7億円の不足が

見込まれます！
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（５） 公共施設等の将来の更新等費用

現在本市が保有する公共施設(普通会計建物+公営企業会計建物)にインフラの更新

費用を加えた公共施設等の今後 40 年間の更新費用の総額は 4,089.3 億円で、試算期間

における平均費用は年間 102.2 億円となります。

これは、公共施設(普通会計建物+公営企業会計建物)のみの更新を考えた場合の

60.1 億円と比べて 1.7 倍となります。

過去５年間（平成 21 年度～25年度）の公共施設等にかけてきた投資的経費は、年

平均 41.7 億円ですので、現状の 2.4 倍の費用がかかる試算となります。

更新費用を年度別でみても、すべての年度でこれまでの支出平均額を超過すること

となるため、すべての公共施設・インフラを維持・更新することを前提とすれば、こ

れまで以上に投資的経費をかけていくことが必要となります。また、インフラ単独の

更新費用試算結果をみた場合と同様に、2038 年以降には多額の更新費用が見込まれま

す。

さらに、本市の財政は、地方交付税の合併特例措置の逓減や今後の人口減少による

歳入の減少が想定されます。そのような中、これまでの投資の 2.4 倍もの支出を続け

ることは、財政上困難といえます。

図 1-11 公共施設とインフラの更新費用試算
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（６）歳入・歳出全体ベースでの財政シミュレーション

公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の必要見込額や、これ

らの経費に充当可能な財源の見込額などを算出するにあたり、第１章４(１)～(２)に

おいて過去の財政状況を分析するとともに、同(３)～(５)において公共施設等の維持

管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の必要見込額を試算しました。

また、これらの経費に充当可能な財源の見込額を算出するために、以下のような主

な前提条件を設定し、普通会計について歳入・歳出全体ベースでの財政シミュレーシ

ョンを行いました。

・公共施設等投資の前提は、原則すべての公共施設等を維持・更新す

る14と仮定

その結果、歳入は地方交付税減少の影響等により、今後も減少が見込まれるのに対

して、歳出は公共施設等の更新等や投資の際に発行する市債の返済などの影響等によ

り増加することが予想され、収支差額は大きなマイナス（歳出を歳入で賄えなくなる）

となることが推計され、財源不足の総額は、20年間で 1,085億円（平均すると１年当

たり 54.3 億円）と推計されました。

なお、この推計は、平成 25年度末以降、新規建設(建て替え等ではない新設)を行わ

なかった場合の推計であり、平成 26 年度以降に行った公共施設等建設にかかった経費

及びその運営にかかる経費を加えると、収支差額はさらに拡大することになります。

＊14 原則すべての公共施設等を維持・更新する：本市が所有するすべての公共施設等を維持・更新することを前提と

しています。

・平成 22 年度から平成 25 年度の決算額を基礎とする。

・個人市民税は生産年齢人口の減少に伴い減少させる。

・地方消費税交付金は消費税改正の影響を見込む。

・地方交付税は合併特例措置の終了に伴い減少させる。

・国庫支出金・県支出金は歳出のシミュレーションにおける投資と連動させる。

【歳入の主な前提条件】

・平成 22年度から平成 25年度の決算額を基礎とする。

・扶助費は対応する年代別にそれぞれの年代の人口増減に対応して増減を見込む。

・公債費は歳入のシミュレーションで増加した市債についても反映させる。

・公共施設等投資の前提は、原則すべての公共施設等を維持・更新する＊14 と仮定

してシミュレーションを行う

【歳出の主な前提条件】
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※このシミュレーションに基づいた本計画の縮減目標は「公共施設等の維持更新に必要な金額

の概ね 30%縮減」とします。詳細は29ページに示しています。

※この推計は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めるために実

施するものであり、本市の財政運営をこの推計どおりに行っていくことを示すものではあり

ません。

※歳入歳出のシミュレーションにあたっては、５年毎の平均値を示しています。
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第２章 基本方針

１ 現状や課題に関する基本認識

（１）人口減少及び少子高齢化による公共施設に対する市民ニーズの変化

本市の人口は、1955 年(昭和 30 年)の 61,219 人をピークに減少が続き、2010 年(平

成 22 年)時点では 40,361 人まで減少しています。今後もこの傾向は継続することが考

えられ、2040 年(令和 22 年)には 25,556 人まで減少すると推計されています。これと

同時に、年少人口、生産年齢人口の減少及び老年人口の増加により、少子高齢化が見

込まれています。

これらに伴う世代構成の変化により、子育て支援施設や学校教育系施設では余剰が

発生し、高齢者を対象とした保健・福祉施設の需要が高まるなど、公共施設へのニー

ズが変化することが予想されます。また、地域外への人口流出のみならず、地域内で

も中心市街地に人口が集中することも予想され、地域によって人口の増減や年齢構成

等の推移も異なることが見込まれます。このような状況変化に合わせた、施設規模の

見直し、既存公共施設の活用や整備を通じ、市民ニーズに適切に対応する必要があり

ます。

（２）公共施設の老朽化

本市の公共施設の整備状況を建築年度別に延床面積でみると、昭和 40 年代後半から

行政系施設や学校教育系施設が集中的に整備され、その多くが今後 20 年の間に耐用年

数を迎えることとなり、老朽化や耐震化の問題に直面しています。旧耐震基準が適用

されていた時期である昭和 56 年度以前に整備されたものは 42.3％にのぼり、安全安

心の観点から課題がある公共施設や老朽化が深刻な状況にある公共施設が多くあるこ

とが分かります。

（３）公共施設の更新時期の集中及びその他施設やインフラの更新

現在本市が保有する普通会計の施設を、耐用年数経過後に同じ規模（延床面積）で

更新したと仮定した場合、今後 40 年間の更新費用の総額は 2,313.6 億円で、試算期間

における平均費用は年間 57.8 億円となります。

過去５年間(平成 21 年度～25 年度)における公共施設の更新にかけてきた金額は年

平均 30.4 億円であり、過去５年間の更新分の年平均額と、これからかかる年更新費用

試算額を比べた場合、今後 40 年間でこれまでの 1.9 倍程度の支出が必要となります。

加えて、普通会計建物以外のその他施設やインフラについても更新が必要となるた

め、それらを加味した上で、公共施設の更新問題に対応していくことが必要です。
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（４）合併に伴う公共施設の重複及び分散配置

本市は、平成 16 年 11月に堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村及び入

広瀬村が合併して発足しています。公共施設については、合併前の旧町村が住民福

祉の向上と地域振興のために建設した施設等を引き継いでいることから、人口規模

の類似した他自治体と比較して、より多くの施設等を保有しているため、延床面積

も大きくなっている状況にあります。また、集会施設やスポーツ施設、産業系施設、

庁舎などについては、機能の重複が多いと考えられます。

これらを踏まえ、公共施設の重複や分散配置を課題として認識し、今後の検討を

行っていくことが必要です。

（５）公共施設にかけられる財源の限界

整備された公共施設等の機能を適切に保つためには、維持管理や運営に係る経常的

な費用が毎年度必要となります。さらに、経過年数や損耗状況によっては大規模修繕

なども必要となります。

しかし、今後本市においては、生産年齢人口の減少等に伴った市税収入の減少や、

高齢化による扶助費等の支出の増加が想定されます。また、地方交付税の合併特例措

置の逓減により交付税も減少します。

このように、公共施設の整備更新や維持管理に支出できる財源には限りがあること

を前提に、公共施設のあり方を検討する必要があります。

（６）公共施設再編に関するこれまでの取組

公共施設の再編については、2006 年（平成 18年）３月に第１次魚沼市行政改革大

綱を策定し、公共施設のあり方を検討しながら、利用状況に応じた譲渡や統廃合を進

めました。また、2010 年（平成 22年）３月に第２次魚沼市行政改革大綱を策定し、

その集中改革プランである公共施設の分類別の再編計画及び公共施設活性化指針に沿

って、さらなる施設の統廃合等を進めてきました。

しかし、他の自治体と比べて未だ施設の延床面積は大きく、今後の社会情勢及び財

政状況等に鑑み、引き続き公共施設の再編を進めていかなくてはなりません。
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２ 計画の目的

本計画は、当市において厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少などにより公共

施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえて、市内全体の公共施

設等の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

行うことを目的とした計画です。

また、本計画で示された方針に基づき、今後、個別施設の再編整備計画を策定するな

どして、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を進めていきます。

３ 計画期間について

2015 年（平成 27年）６月にとりまとめた「魚沼市公共施設白書」では、現在保有又

は管理している公共施設等を今後も維持・更新すると仮定した場合、2035 年度（令和

17 年度）以降、公共施設等の更新費用が一段と増大してくるとの推計がされています。

よって、それまでに本市における公共施設等の保有量を最適化し、財政負担の軽減・平

準化を図っておく必要があることから、本計画においては、2035 年度（令和 17 年度）

までの 20 年間を計画の目安として設定します。

なお、本市を取り巻く社会情勢や、国の施策等の推進状況等を踏まえ、見直し等を図

ります。

また、施設類型ごとに、計画期間中の基本方針のほか、短期的な観点で早急に進める

べき取組を着実に実行していくため、短期目標期間を設定します。

（短期目標期間）

2021 年度(令和３年度)から 2025年度(令和７年度)の５年間

緊急に対応が必要な取組を短期目標期間に位置づけます。

すでに各種計画等において、統廃合等を進めることとなっている施設や耐用年数

到来年度＊15を迎える施設の縮減などが主な検討対象となります。

※本計画の「短期」の期間である５年ごとに計画の改定を行うことで、計画の進捗状

況や社会環境の変化などに対応した見直しを図り、計画の着実な達成を目指しま

す。

【計画期間】

2016 年度(平成 28 年度)から 2035 年度(令和 17 年度)の 20 年間

＊15 耐用年数到来年度：建物の減価償却期間の終了する年度のことです。そのため、建物を安全に使用できる期間が

終了していることを意味するものではありません。
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４ 計画の構成について

本計画においては、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を、

長期展望を示す基本構想として位置付けます。

また、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針を、基本構想を実現するための基本

計画として位置付けます。

さらに、これまで本市においては、「第２次行政改革大綱」及び「第２次集中改革プ

ラン」において、個別施設の整理再編計画を策定し、実行してきましたが、本計画策定

後は、それらの個別計画を取りまとめて前述の方針に沿った形で、実施計画にあたる再

編整備計画を策定し、具体的な取組を進めていきます。

●
● ● ●

(H27) 2020年度(R2) 2025年度(R7) 2030年度(R12)

2031年度(R13)
年度 〜 〜 〜 〜

2035年度(R17)

実施計画

公共施設白書 ●

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

基本構想 ●

基本計画 ●

短期目標 ●

項目
2015 2016年度(H28) 2021年度(R3) 2026年度(R8)

第１期

第１期 第2期 第３期 第４期

施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

見直し 見直し 見直し 見直し

再編計画の無い施設

第２期 第３期 第４期

公共施設再編整備計画
・市⺠⽣活系施設 ・教育文化系施設 ・産業系施設 ・行政系施設 等第２次集中改革プラン

【各種再編計画】

※ 個別施設計画（道路、河川、学校 等）

● ● ● ●

（R2改訂）
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５ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

現状や課題に関する基本的な認識を受け、公共施設等の管理に関する基本的な考え方

を示します。本市が特に重要であると考える「基本方針」と総務省の「公共施設等総合

管理計画の策定にあたっての指針」＊16に示された８つの「実施方針」から構成されます。

（１）基本方針

① まちづくりと連動した公共施設管理の推進

魚沼市総合計画の目指すまちづくりを見据え、都市計画マスタープランや各種

計画と連携しながら、持続可能なまちづくりのために拠点化を図り、今後も住み

なれた地域で安心して暮らすことができるよう、地域や施設の特性を考慮した公

共施設等の更新、維持管理及び利活用を推進します。また、国県・近隣自治体と

相互に連携を図り、広域的な視点でまちづくりに取り組みます。

② 施設保有量の最適化

全市的な視点を持って、今後の財政状況や人口構造などに見合った適切な施設

保有量の検討を行います。類似・重複した施設の集約化又は複合化を進め、利用

状況が低い老朽化した施設から縮減するなどして、施設保有量の最適化を図りま

す。

また、必要とされる施設については、計画的に更新します。

③ 計画保全による長寿命化

今後も継続して使用する公共施設等については、これまでの不都合が生じてか

ら修繕を行う｢事後保全｣の維持管理だけでなく、長期的な視点で計画的な修繕を

行う「予防保全｣の考え方を取り入れ、定期的な点検や診断結果に基づく計画的な

保全を実施し、公共施設等の長寿命化を推進します。

④ 市民ニーズに対応した施設の活用

人口構造や社会情勢の変化などによる市民ニーズの多様化、防災対応やユニバ

ーサルデザイン化＊17の推進、環境に配慮した取組など、時代の要請に対応するた

め、施設機能の必要性や今後のあり方について分析・検討し、地域のニーズや利

用状況等を考慮した有効活用を行います。

＊16 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」：総財務第 75号(平成26年 4月 22日)総務省自治財政局財

務調査課長通知のことです。
＊17 ユニバーサルデザイン化：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異及び障害・能力の如何を問わずに利

用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）としていくことです。
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⑤ 民間活力を活かした取組の推進

「民間でできることは民間で」という考えのもと、民間企業などが持っている

ノウハウを積極的に活用し、サービス水準を維持しながら計画的・効率的な維持

管理に努め、ライフサイクルコスト＊18の縮減を図ります。

（２）実施方針

① 統合や廃止の推進方針

ア 公共施設等の将来の更新等費用の試算結果により、このまま全ての公共施設

等を維持管理・更新する事は、財政上困難であることから、施設の統廃合を進

め、公共施設総量等を縮減していく必要があります。

イ 公共施設等の見直しにあたっては、全市的な観点からの最適化を検討します。

ウ 公共施設等の見直しにあたっては、既存の公共施設等の状態にとらわれず、

行政サービスとして必要な水準や機能などを意識して検討します。

エ 公共施設等の見直しにあたっては、地域のあり方についても十分協議しなが

ら、進めます。

オ 当該サービスが公共施設等でなければ提供不可能か、民間に代替できないか

など、公共施設等とサービスの関係について十分に留意します。

カ 人口減少や少子高齢化などの人口動態の変化に対応した公共施設の再編を進め

ます。

キ 地域ごとの人口動態や市民ニーズを踏まえた再編を進めます。

ク 公共施設の類型ごとに必要な公共施設総量を見直し、機能の重複を解消しま

す。

ケ 公共施設の多機能集約化＊19の取組を進めます。

コ 近隣市との広域連携を一層進めていき、広域の観点から必要な公共施設等の

保有量を明確にします。

サ 公共施設を整備する場合には、過度なデザインなどとせず、機能とライフサ

イクルコストの最小化を意識した設計とします。

シ インフラについても、必要性を十分に精査し、維持管理経費の縮減を進めま

す。

＊18 ライフサイクルコスト：公共施設等の計画、設計、建設から維持管理、運営、そして事業終了に至るまでに必要

なコストをいいます。
＊19 公共施設の多機能集約化：１つの公共施設に複数の機能を盛り込み、スペース効率の改善と機能間の連携性を高

める取組です。
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② 長寿命化の実施方針

ア 少しでも長く公共施設を利活用できるよう、市民とともに、大切に公共施設

を取り扱っていきます。

イ 個別施設毎の長寿命化計画＊20の策定を検討します。

ウ 地域ごとに公共施設の耐用年数到来年度（公共施設の更新の対応時期）を把

握し、他施設と複合化することが可能な施設については必要な長寿命化を実施

します。

エ インフラについてはライフサイクルコストの最小化を意識して、必要な長寿

命化を行います。

③ 点検・診断等の実施方針

ア 引き続き法定定期点検を適切に行いながら、日常の点検についてもマニュア

ルを作るなどして、定期的な点検を行います。

イ 施設間における保全の優先度は、劣化診断等により、経年による劣化状況、

外的負荷（気候天候、使用特性など）による性能低下状況及び管理状況を把握

し、予防保全的な観点から設定を行います。

ウ 技術系職員以外でも取り組めるような簡易劣化診断の仕組みづくりを検討し

ます。

エ 利用者からの報告を、公共施設の状況の把握という観点から活かしていきま

す。

④ 安全確保の実施方針

ア 点検・診断等により高い危険性が認められた公共施設等について、ソフト・

ハードの両面から安全を確保します。

イ 安全の確保にあたっては、多くの利用がある施設であるかどうかなどの視点

から、対応の優先度を決定します。

ウ 今後維持していくことが難しい施設については、市民の安全確保の観点から、

早期での供用廃止といった措置を適切にとっていきます。

⑤ 耐震化の実施方針

ア 災害拠点かどうか、多くの利用がある施設かどうかなどの視点から、耐震化

の優先順位を決定します。

＊20 個別施設毎の長寿命化計画：インフラ長寿命化基本計画（平成25年 11 月 29 日インフラ老朽化対策の推進に関す

る関係省庁連絡会議決定）に定める個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）のことです。
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⑥ 維持管理・修繕・更新等の実施方針

ア 施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先度をつけて、計画的に

改修・更新します。

イ 地域団体への施設の譲渡や管理委託など、市民主体の維持管理を進めます。

ウ 維持管理を行っていくための財源を捻出するため、受益者負担の見直しを検

討します。

エ 今後も維持していく公共施設については、中長期的修繕計画の策定を検討し

ます。

オ 管理運営にあたっては、ＰＰＰ＊21/ＰＦＩ＊22の積極的な活用を推進します。

カ 市民ニーズの変化に柔軟に対応していくことを可能とするため、用途変更し

やすい簡素な施設設計を行うなどの工夫をしていきます。

キ 新しい技術や考え方を積極的に取り入れ、維持管理・修繕・更新等を合理的

に進めていきます。

⑦ ユニバーサルデザイン化の推進方針

ア 公共施設等の改修や更新等を行う際には、市民ニーズや関係法令等における

ユニバーサルデザインのまちづくりの考え方を踏まえ、障害の有無、年齢、性

別、人種等に関わらず、誰もが安全・安心で快適に利用できるようにユニバー

サルデザインへの対応に努めます。

⑧ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

ア 本計画の進捗管理を行うための担当組織を明確にし、公共施設等に関する取

組を確実に進行させます。

イ 公共施設等に関する情報は財務会計システムなどを活用して、全庁的に一元

管理するとともに、地方公会計制度の財務諸表や財産に関する調書とも整合性

を図ることで、一貫した資産データに基づく公共施設管理を進めていきます。

ウ 公共施設の更新等に関連する予算措置においては、公共施設に関する情報を

全庁的に一元管理している部署による事前協議を行う仕組みを取り入れること

で、全庁的な観点での公共施設保有総量の適正化を図ります。

エ 職員一人ひとりが、経営的感覚を持って、全体の最適化を意識した公共施設

マネジメントの視点を持つため、研修会などを実施していきます。

オ 民間活力の活用を意図した指定管理者制度の導入を更に進めていきます。

カ 民間活力の活用にあたっては、コスト縮減だけではなく、稼げる公共施設を

志向し、収入増に向けた工夫を行っていきます。

＊21 ＰＰＰ：Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、

民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すものです。
＊22 ＰＦＩ：Public Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法のことです。
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キ 市、市民、ＮＰＯ、コミュニティ協議会及び企業など、様々な主体が連携し

て、公共施設を含めた地域の資源を最大限活用しながら、地域の持続的な発展

を目指します。

６ 計画期間における市全体の縮減目標

本市の縮減目標を設定するにあたっては、本市の財政状況を分析して、設定するこ

ととします。

財政シミュレーションの結果から、すべての普通会計の公共施設等を維持更新する

場合、20 年間で、普通会計ベースで 1,085 億円の財源不足が発生することが推計され

ています。

これをもとに、普通会計における公共施設等の維持更新に必要な金額と公共施設等

の維持更新に充当可能な金額を分析した結果、今後 20 年間で公共施設等の維持更新に

必要な金額は 1,581 億円で、公共施設等の維持更新に充当可能な金額は 1,092 億円と

なりました。また、財政均衡縮減率＊23は 29.62%が分岐点となります。

これを踏まえ、本市においては、公共施設等の維持更新に必要な金額を 1,581 億円

から「概ね 30％」縮減し、1,092 億円とすることを計画期間における目標とします。

＊23 財政均衡縮減率：公共施設等を減少させると、「公共施設等の更新に必要な金額」については、施設量が減少する

ことで減っていくことになり、維持費等がかからなくなることで「公共施設等の更新に充当可能な金額」は増加する

関係を利用し、分岐点（均衡点）を求めたものです。

公共施設等の維持

更新に必要な金額

1,581 億円

[79 億円/年]

公共施設等の維持

更新に充当可能な

金額(目標値)

1,092 億円

[54.6 億円/年]

【縮減目標】

公共施設等の維持更新に必

要な金額の『概ね▲30％』
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過去５年間（平成 21 年度～25年度）の維持補修費及び投資的経費の平均が「54.6

億円」となっているため、持続可能な施設運営を行うために、維持補修費及び投資的

経費の合計が年間約 54 億円以下としていく必要があります。

また、新潟県内の団体と比較し、人口４万人程度の自治体の平均的な建物延床面積

を統計的に算出すると、23 万㎡程度であり、本市の約 35 万㎡と比べると 12 万㎡程度

(３割程度)が過剰となっているため、あわせて縮減していく必要があります。
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第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

白書の「第４章 公共施設類型分類別の分析」における分析結果を受けて、施設類型

別に方針を示します。

白書の施設データを令和２年６月に更新したことに伴い、施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針を白書に基づき更新しました。なお、更新内容については別冊としてま

とめています。

１ 集会施設

（１）現状や課題に関する基本認識

地区集会施設は、木造が 25 施設、鉄骨造が６施設、鉄筋コンクリート造が 14 施

設、鉄骨コンクリート造が１施設、鉄骨鉄筋コンクリート造７施設の計 53 施設を保

有しています。主に特定の市民の方にご利用いただいている施設となっていること

から、地区集会施設については地域への譲渡を進めてきましたが、木造の施設に比

べ鉄骨造や鉄骨コンクリート造の施設については、地域での管理が困難なことから

譲渡が進んでいません。また、53 施設中 19施設が建築後 30 年以上経過しており、

老朽化による今後の建て替え更新のための負担が課題となります。

一方、公民館等は、各地区に複数の施設を有しており、計 12 施設あります。公民

館等は市民活動の拠点として位置づけられる小規模な施設と、比較的大規模で全市

的な施設として位置づけられる施設に大別されます。

前者の施設は、今後も市民活動の拠点として維持していく必要があります。一方、

後者については、コストが高額となる傾向があり、また、機能が他の公共施設と類

似・重複している可能性もあります。これら全市的施設については、機能を精査し

ていくことで、他の公共施設との集約化・複合化などの検討も考えられます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

集会施設は、市民活動の拠点としての機能を果たすことを目的とします。

地区集会施設は、維持管理を市民にご協力いただきながら、今後も引き続き地域

への譲渡を進めていきます。また、点検・診断等により高い危険性が認められた施

設については、早急に使用を中止します。

また、公民館は、概ね地区の単位ごとに設置している市民活動の拠点施設である

ため、継続的に維持管理を行っていきます。そのため、ライフサイクルコスト＊24の

低減を目指し、必要に応じて維持管理・修繕や長寿命化を推進します。また、建替

え更新などの際には、利用状況や必要な規模を考慮し、最小のコストで必要なサー

ビスを提供できるよう、集約化・複合化を検討します。

＊24 ライフサイクルコスト：公共施設等の計画、設計、建設から維持管理、運営、そして事業終了に至るまでに必要

なコストをいいます。
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② 短期目標

地区集会施設の地域への譲渡を進めていきます。

２ 文化施設

（１）現状や課題に関する基本認識

文化会館は小出郷文化会館 1 施設を有しており、市民の文化活動の中核施設として

多くの市民に活用されています。一方、維持管理費が高額であるためフルコストが高

額となっています。今後のあり方については、最小のコストで必要なサービスを提供

できるよう、指定管理者の導入を検討するなど、民間のノウハウの活用を検討するこ

とが必要です。

一方、文化財施設である旧目黒家住宅、旧佐藤家住宅はともに国の重要文化財であり、

市にとっても貴重な文化財施設です。両施設については、今後も適切に管理・保存し、

後世に引き継いでいくことが必要です。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

文化施設は、本市がこれまで継承してきた文化を守ることや、まとまった規模で

の発表などの活動ができるようにすることなどを目的とします。

文化会館は指定管理者の導入など民間活用により、高額な維持管理コストを低減

させるとともに、ライフサイクルコストの低減を目指し、必要に応じて維持管理・

修繕を行っていきます。

文化財施設は市にとって貴重な文化財であることに鑑み、適切に維持管理・修繕

を行っていきます。日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して

点検・診断等を行い、安全確保に努めます。点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、

総合管理計画の見直しに反映して充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新を含

む老朽化対策などに活かします。また、指定管理者制度などの民間活用の方策も検

討していきます。

② 短期目標

文化会館の指定管理者制度の導入を進めます。
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３ 図書館

（１）現状や課題に関する基本認識

図書館は、小出郷図書館と広神図書館を有し、堀之内地域、守門地域及び入広瀬地

域に公民館図書室を有しています。

小出郷図書館は、市街地にあることから利便性が高くなっていますが、一方で民間

施設を借りているため、賃借料がかかっており、また、図書の保管スペースや駐車場

も不足しているため、図書館機能としては不十分となっています。

広神図書館及び公民館図書室は、他の機能とあわせて複合施設となっています。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

図書館については、学習の場であり、交流の場でもあることから、文化的でうる

おいある生活を送るためにも必要な施設です。貴重な文献や蔵書の管理もしている

ことから、維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理していきます。

また、生涯学習推進に向けて、情報拠点となる中央図書館の整備について検討し

ます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理していきます。

また、「小出郷図書館」のあり方について、情報拠点となる中央図書館として新設

することも含めて検討します。

４ 博物館等

（１）現状や課題に関する基本認識

本市の博物館等は、文学館的性格を有する宮柊二記念館と、郷土資料館的性格を有

する守門民俗文化財館など３施設を有しています。各施設とも入場者数は少なく、守

門民俗文化財館以外は、年間入場者が 1,000 人から 3,000 人と低調な一方、多額のコ

ストが発生しています。

貴重な収蔵物を適切に管理し、文化の継承が適切に行われるようにしていくことは

博物館の使命です。そのため、設備や人材を集中して管理するなど、貴重な財産を活

かす方策を検討していくことが重要となっています。

また、収蔵品の展示にあたっては、施設での展示にこだわることなく、役所や駅等

の公共施設、学校等に展示することで、市民にとってより身近な環境で郷土文化に触

れる機会を設けることも考えられます。
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（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

博物館等については、貴重な収蔵物を適切に管理し、文化の継承が適切に行われ

るようにしていくことが重要です。そのため、設備や人材を集中して管理するなど、

貴重な財産を活かす方策を検討し、実施していきます。

② 短期目標

博物館等については、市の貴重な財産である収蔵物を管理しているため、適切に

維持管理していきます。

５ スポーツ施設

（１）現状や課題に関する基本認識

本市は体育館を 15 施設、トレーニングセンターを１施設有しています。体育館等の

フルコストの合計は２億円を超えるなど多額のコストが発生しています。なかには、

一人当たりフルコストが２万円を超える施設があるなど、利用者数とコストが見合わ

ないと思われる施設もみられます。

体育館の多くは、廃校となった学校の体育館を残した施設であり、また、ほとんど

の施設が建築後 30 年以上経過し老朽化が進んでいます。したがって、機能の受け皿と

なる小中学校体育館を積極的に開放し、耐用年数が到来した施設を順次廃止するなど

の検討も必要となります。

プールについては、小出地区に１施設、広神地区に２施設を有しています。このう

ち、広神プールは 50m プールですが、1973 年（昭和 48 年）の建設であり老朽化が進

んでいます。今後の更新にあたっては、プールの規模を見直すのみならず、民営プー

ルの活用や近隣学校プールの開放による機能の集約も視野に入れた検討も必要とな

ります。

また、市内各所に野球場を２施設、その他体育施設を２施設を有しており、市民の

屋外スポーツの活動拠点となっています。このうち、広神野球場はスタンドも整備さ

れており、１万人近い利用者がいる一方で、フルコストも高額となっています。

近隣市の南魚沼市にはスタンド付きの野球場、テニスコートを有する大原運動公園

などもあり、今後の施設のあり方の検討にあたっては、市町村を超えた広域的な視点

も必要となります。
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（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

スポーツ施設は、市民のスポーツ活動を妨げないよう配慮しながら、人口規模や

利用状況を踏まえて、機能の集約化や配置の見直しを行いながら適正量に縮減して

いきます。

指定管理者制度の導入などによりコストの抑制に努めているものの、一定のコス

トがかかっているため、利用状況に応じた見直しが重要となります。特に、利用者

数の少ない施設や利用者が限定される施設、利用者とコストのバランスがとれてい

ない施設等は優先的に見直しを進めていく必要があります。見直しに当たっては、

民営施設の活用や学校施設の開放、近隣市の施設を広域で活用することなどを検討

していきます。

② 短期目標

老朽化している施設を中心に、集約化・廃止等による施設の縮減を進めていきま

す。

６ 産業系施設

（１）現状や課題に関する基本認識

本市のスキー場は、合併前の旧町村により整備が行われてきたものであり、現在５

施設を有しています。

現在全てのスキー場の運営は民間団体に移管されていますが、夏場の管理は市が行

うなど、現在も市が一部の管理費を負担しています。

今後の施設のあり方については、市としてどの程度スキー場が必要なのか、また地

域の観光戦略として効果的な施設のあり方はどのようなものかなどを検討することが

必要となっています。

本市の温泉施設は、合併前の旧町村により整備が行われてきたものであり、現在 13

施設を有しています。各施設は、いずれも合併前の旧町村ごとの計画の下で整備して

きたことから、機能の重複や配置のバランスの観点から、１つの市としては必ずしも

適正量とはいえない状況となっています。また、温泉施設のフルコストは高額であり、

指定管理者制度の導入などによりコスト縮減を図っているものの、温泉施設合計で年

間５億円近くの赤字が発生しています。

温泉施設は、必ずしも市で保有しなければ市民生活に影響がある施設ではなく、民

間による供給も一定程度あることから、本市の財政状況に鑑み、各施設のあり方を検

討していくことが必要となっています。
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本市の観光施設は、奥只見スロープカーなど７施設を有しています。その中でも道

の駅である自然活用総合管理施設深雪の里は年間 25 万人以上の方に利用していただ

いており、高い集客力があります。

道の駅やその他観光施設などは、深雪の里などの集客力が高い施設に機能を集約し

ていくなど、複数の施設に分散させないような戦略も含めて検討することが考えられ

ます。

リース工場は、就業機会の増大と所得の向上を図り、市の産業振興と地域の活性化

のために建設されたものです。施設は 1985 年（昭和 60 年）前後に建設されたものが

多く、老朽化も進んできており、将来的には民間企業等へ譲渡などの検討が必要とな

ります。

農業振興施設は守門、入広瀬地域を中心に 14 施設を有しています。1985年（昭和

60 年）前後に建設された施設が過半数を占めており、老朽化も進んでいます。これら

の施設には市で保有していく必要性が必ずしも高くない施設も含まれることから、各

施設の目的・機能を精査し、他の施設に集約するなどの検討が必要となります。また、

他団体の機能を維持するための施設については、当該他団体へ譲渡するなどの検討が

必要となります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

産業系施設は、利用者数に比べてコストが高い施設が多い傾向にあります。また、

本来民間でのサービス提供が可能であるものが多く、行政が保有する必要性が他の

施設に比べて低いと考えられます。これらの施設は原則として更新は行わず、点検・

診断等により高い危険性が認められた施設については、使用を中止します。

あわせて、民間譲渡を基本的な考え方として整理し、総量縮減を図っていきます。

② 短期目標

譲渡又は指定管理者制度の導入など民間活力の活用を図るとともに、利用状況の

低い施設又は老朽化している施設を中心に、施設の集約化又は廃止を進めていきま

す。

７ 学校

（１）現状や課題に関する基本認識

小学校の主要建物は、昭和 40 年代から 50 年代に建設されたものが大半ですが、そ

の中でも特に建設時期が古いのは、井口小学校（昭和 33 年度）です。そのため、老朽
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化対策が必要であり、学校施設の改修・建替が課題となっています（現在、井口小学

校については新校舎建設中。平成 28 年度完成予定）。

中学校の主要建物は、昭和 40 年代から 50 年代に建設されたものが大半ですが、そ

の中でも特に建設時期が古いのは、湯之谷中学校（昭和 43 年度）です。

年少人口（0歳～14 歳）は、1980 年（昭和 55年）に本市の人口の 21.7％を占めて

いましたが、2010 年（平成 22年）は 12.9％に減少しており、さらに国立社会保障・

人口問題研究所の推計では 2040 年（令和 22 年）には 9.6％まで下落するとされ、少

子高齢化の進行が予想されています。

老朽化対策や少子化に伴う小・中学校施設については、社会情勢や市民ニーズに合

致した学校施設のあり方の検討が必要となります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

小学校・中学校については、「魚沼市立学校通学区域再編計画」を策定し、今後の

学校の再編に向けて協議・検討していきます。

また、児童・生徒が日常的に使用する施設であるため、安全確保については特に

重視していきます。

小学校・中学校は、公共施設の中でも大規模な施設であり、地域の中核的な施設

でもあることから、更新を行う際には周辺の公共施設の機能の複合化も視野に進め

ていきます。また、複合化により、多世代交流を創出するなど、地域コミュニティ

の醸成の方策もあわせて検討していきます。

さらに、文部科学省が 2014 年（平成 26 年）に公表した「学校施設の長寿命化改

修の手引」などを参考に、学校施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めていきま

す。

② 短期目標

安全安心な教育環境確保のため、引き続き大規模改修等の取組を進めます。また、

「魚沼市立学校通学区域再編計画」を策定し、今後の学校の再編に向けて協議・検

討を進めていきます。

８ 幼稚園・保育園

（１）現状や課題に関する基本認識

幼稚園・保育園ともに主要建物の建設時期は、平成になって建てられたものもあり

ますが、昭和 40 年代から 60年代が多く、最も古い施設は守門保育園（昭和 46 年度）、

最も新しい施設は堀之内なかよし保育園（平成 14 年度）です。なお、守門保育園と守
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門幼稚園は、幼保連携型認定こども園に移行することとなっており、現在園舎を建設

中で、完成後旧園舎は取り壊すこととなっています。

園児数は園によって偏りがあり、最も園児数が多いのは「堀之内なかよし保育園」

です。

また、園児一人当たりのフルコストは園によって差がありますが、園児数が少ない

園のフルコストが高くなる傾向にあります。

なお、幼稚園に対して保育園の数が多くなっています。また市内においては、待機

児童は生じていません。年少人口（0歳～14 歳）の減少に伴い、幼稚園・保育園とも

に園児数も減少していくことが予想されるため、少子化に伴う施設保有量の検討が必

要となります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

乳幼児が日常的に使用する施設であるため、安全安心を重視し、快適な環境を維

持していきます。

② 短期目標

民営化による民間活力の活用も検討していきます。

９ 幼児・児童施設

（１）現状や課題に関する基本認識

幼児・児童施設は、堀之内子育て支援センター、魚沼市子育て支援センター、よつ

ば児童館及び入広瀬子どもの家を有していましたが、このうち平成 27 年度に堀之内子

育て支援センターを廃止しました。また、平成 28 年度には入広瀬こどもの家を廃止す

る予定です。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

今後の利用状況を踏まえて、サービス体制を検討していきます。また、他の施設

との複合化も検討していきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理していきます。
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１０ 高齢福祉施設

（１）現状や課題に関する基本認識

高齢福祉施設は、堀之内老人憩の家など 13 施設を有しています。最も古い堀之内老

人憩の家（昭和 48 年度）から最も新しい高齢者生活支援ハウス（平成 18 年度）まで

建築年度に差があります。

また、その他福祉施設として小出ボランティアセンターを有しており、高齢福祉施

設とあわせてほとんどの施設で指定管理者制度を導入しています。

今後、高齢化の進行により利用者の増加が見込まれる中で、老朽化している施設も

あり、設備の更新等維持管理費の増大が見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

高齢福祉施設のうち介護保険施設については、民間事業者等によるサービス提供

が困難な部分を補完するかたちで、施設を保有していきます。また、今後も指定管

理者制度を活用し、適切に維持管理しながら、社会福祉法人等への譲渡も検討して

いきます。

介護保険施設以外の施設については、指定管理者制度を活用しながら、その機能

に着目したうえで、整理統合や他の施設との複合化なども検討していきます。

② 短期目標

民間事業者等によるサービス提供が困難な施設の指定管理者制度の活用を継続す

るとともに、介護保険施設については、社会福祉法人等への施設の譲渡なども検討

していきます。

１１ 障害福祉施設

（１）現状や課題に関する基本認識

障害福祉施設は、わかあゆ社とひろかみ工芸の２施設を設置しており、いずれも指

定管理者制度を導入し運営しています。両施設の主要建物建築年度はわかあゆ社が

1976 年度（昭和 51 年度）、ひろかみ工芸が 1969 年度（昭和 44 年度）であり、いずれ

も施設の老朽化が著しく耐震基準も満たしていません。

また、前述の２施設のほか、他の機能とあわせて複合化している施設が３施設あり、

いずれも社会福祉法人への貸付により運営しています。
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（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

指定管理者制度を導入している施設については、建物の解体及び用地の提供を図

り、施設整備及び運営の主体を現在の指定管理者へ移行していきます。

貸付施設については、施設の再編を進める中で施設整備のあり方を検討していき

ます。

② 短期目標

指定管理者制度を導入している施設については、現在の指定管理者への譲渡を進

めます。なお、譲渡にあたっては、施設の老朽化が著しく耐震基準も満たしていな

いため、費用負担や用地提供することで、現在の指定管理者による建設を目指しま

す。

貸付施設については、利用者の利便を第一義とした適地について検討し、方向性

を示します。

１２ 保健施設

（１）現状や課題に関する基本認識

保健施設の主要建物は平成に入ってから建設されており、比較的新しい施設といえ

ます。

湯之谷保健センターでは３歳児健診等、守門健康センターや入広瀬保健センターで

は精神保健福祉相談会を行うなどの複合施設となっています。

各施設のうち、利用者一人当たりのフルコストが一番高い施設が、入広瀬保健セン

ターです。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

保健センターについては、地域における母子保健・老人保健の拠点であることか

ら、適切に維持管理していきます。

また、少子高齢化などを踏まえたサービス体制を検討していきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理するとともに、提供するサービ

スの必要な規模を検討していきます。
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１３ 庁舎等

（１）現状や課題に関する基本認識

庁舎は現在、市内の各地域に設置されており、分庁舎方式で運営しています。湯之

谷庁舎を除き、主要建物の建築年度はいずれも昭和 50 年代～60年代であり、老朽化

が進んでいます。

また、庁舎の老朽化の問題とあわせて、庁舎が分散していることで組織も分散化し

ており、市民の各種手続きに各庁舎のへ移動が伴う場合があることや、それぞれに庁

舎の維持管理費がかかってしまうなどの問題点があります。また防災拠点としても設

備や機能が不足しているため、それらを解消すべく、現在庁舎の再編整備を検討して

います。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

新庁舎を建設することにより、分庁舎方式を解消し、機能的な庁舎運営を目指し

ます。また新庁舎は、防災時の拠点となることなどを踏まえ、耐震性や安全確保の

観点を重視していきます。

② 短期目標

「魚沼市庁舎再編基本構想」に基づく基本計画を策定し、新庁舎の立地などを具

体的に検討した後、実施計画等を策定し新庁舎建設や既存庁舎の活用検討を進めて

いきます。

１４ 消防施設

（１）現状や課題に関する基本認識

消防関係施設は、大規模建物として平成 25 年度に消防庁舎と上条出張所が建設され

ました。その他、市内各地に消防団の器具庫等 50 ㎡未満の建物が多数あります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

非常備消防（消防団）の使用する器具庫等については、その組織的課題としても

少子高齢化や人口減少、雇用環境の変化を要因とした団員減少などに対応するため

の組織再編の検討が必要となっており、それに合わせた実効性のある器具庫等の配

置を進めていきます。
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② 短期目標

適切な維持管理を行うとともに、地域防災体制に適応した器具庫等の改修又は更

新を進めていきます。

１５ その他行政系施設（防雪サブセンター・除雪サブセンター）

（１）現状や課題に関する基本認識

フルコストは施設により差がありますが、コストの発生時期は冬場が中心となって

います。降雪量が多い本市においては、地域性の観点から必要性が高い施設となって

います。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

降雪量が多い本市においては必要不可欠な施設であるため、老朽化した施設の改

修及び更新を進めていきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切な維持管理を行うとともに、老朽化した施

設の改修及び更新を進めていきます。

１６ 公営住宅

（１）現状や課題に関する基本認識

公営住宅の数は多く、集合住宅のみならず一戸建てもあります。建築年度は、古い

ものでは昭和 40 年代、新しいものでは平成 18 年代と差があります。

また、木造の建物も数ヶ所あります。

公営住宅１施設にかかるフルコストは多額ではありませんが、各住宅のフルコスト

を合計すると 300,409 千円にのぼります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

人口が減少する見通しとなっているため、公営住宅長寿命化計画により長寿命化

や統廃合を進め、公営住宅の需要に応じた総量の適正化に努めます。
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② 短期目標

すでに耐用年数を迎えた施設、今後５年間に耐用年数を迎える施設などについて、

更新の是非について決定していきます。

１７ 公園

（１）現状や課題に関する基本認識

公園のうち建物の延床面積が最も大きい施設は、月岡公園の 1,201 ㎡であり、２番

目は折立ふれあいの郷の 1,093 ㎡です。またフルコストが最も高い施設も、月岡公園

の 20,421 千円であり、２番目は越後ハーブ香園入広瀬の 18,781 千円です。その他、

市内各地に 50 ㎡以上の建物のない公園も多数あり、その多くが指定管理者制度の導入

又は自治会等への管理委託などにより管理していますが、未だ直営施設も少なくあり

ません。また、社会情勢の変化などにより、整備時の設置目的や施設の機能に見合っ

た利用実態がないものもあります。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

公園内の建物については、休憩、避難などの場所として必要なサービスを精査し

たうえで、維持管理及び更新を行っていきます。

なお、公園については、本来の設置目的や利用状況を確認しながら、受益者が広

範囲にわたる施設は、指定管理者制度を導入するなどして管理し、受益者が特定の

地区の市民に限定されている施設は、その地区に管理を委託するべく協議を行って

いきます。その他の公園についても、譲渡に向けた協議、配置の見直しや用途廃止

について検討していきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理するとともに、利用者の安全を

踏まえて、廃止・更新等の今後のあり方を検討し、実施していきます。
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１８ 供給処理施設

（１）現状や課題に関する基本認識

エコプラント魚沼は魚沼市及び南魚沼市（大和地域）のごみを処理する施設であり、

フルコストは 404,054 千円と多額です。堀之内地域に設置されているバイオマス利活

用施設（有機センター）は 2008 年度（平成 20 年度）に建設された新しい施設です。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

指定管理者制度の導入をはじめとした民間活力の活用を検討していきます。

なお、エコプラント魚沼については、計画期間中に耐用年数を経過することから、代

替施設として南魚沼市、湯沢町と新施設の共同建設を進めていきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理するとともに、施設の改修や更

新等の今後のあり方や管理方法を検討し、実施していきます。

１９ その他施設

（１）現状や課題に関する基本認識

職員住宅のうち延床面積が最も大きい施設は、堀之内教員住宅の 1,251 ㎡であり、

２番目は入広瀬第１教員住宅の 849 ㎡です。またフルコストが最も高い施設も、堀之

内教員住宅の 5,122 千円であり、２番目は入広瀬第１教員住宅の 3,450 千円です。

入居者がいない職員住宅もあり、今後の施設のあり方について検討が必要です。

斎場については、魚沼市斎場と入広瀬火葬場の２施設を有し、両施設とも指定管理

者制度を導入しています。斎場のうち延床面積が最も大きい施設は、魚沼市斎場の 224

㎡です。またフルコストが最も高い施設も、魚沼市斎場の 19,589 千円です。なお、魚

沼市斎場は、2015 年度（平成 27年度）に新しい斎場が完成し、移転します。

その他の施設のうち延床面積が最も大きい施設は、上条会館の 3,306 ㎡であり、２

番目は旧原小学校の 3,223 ㎡です。またフルコストが最も高い施設も、上条会館の

13,232 千円であり、２番目は「旧原小学校」の 9,686 千円です。
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（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

職員住宅については、今後の需要を見極め、利用可能性が低いと想定される場合

には、整理統合し、民間の住宅を借上げる等の方法を検討していきます。

斎場については、住民にとっては必要不可欠な施設であり、引き続き効率的な運

営を維持していきます。

その他、未利用施設などについては、売却や取り壊しを進めていきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切な維持管理を行うとともに、未利用施設の、

売却や取り壊しを進めていきます。

２０ 公営企業の公共施設

（１）現状や課題に関する基本認識

病院事業会計については、小出病院と堀之内病院を有しています。なお、小出病院

については、2015 年（平成 27年）６月から外来棟の他は県有施設を借りて開院して

おり、2019 年（平成 29年）まで周辺施設の整備工事が継続します。

また、病院事業会計には含まれませんが、診療所として、湯之谷歯科診療所、守門

診療所、福山へき地出張診療所及び入広瀬診療所を有しており、いずれも他の機能と

あわせて複合施設となっています。

水道事業会計等については、インフラを構築する上下水道・ガスの供給及び処理施設を

有しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

病院及び診療所については、魚沼地域全体の医療機関再編及び広域的な基幹病院

との役割分担を踏まえつつ、地域医療に貢献できるよう、必要な機能を確保してい

きます。なお、堀之内病院については、診療所を併設した介護老人保健施設への転

換を検討していきます。

上下水道・ガス関係の公共施設については、関連するインフラの整備状況などに

あわせて、必要な機能を確保していきます。
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② 短期目標

病院については、広域的な基幹病院の整備とあわせて、市立小出病院の新病院建

設を進めていきます。

上下水道・ガス関係の公共施設については、関連するインフラの整備状況などに

あわせて、必要な機能を確保していきます。

２１ 道路

（１）現状や課題に関する基本認識

本市は面積が広く、それに伴い管理する道路の延長も 1,062.36 ㎞と長くなっていま

す。また、舗装道路の損耗も進んでおり、今後の更新等に伴う負担は重くなることが

見込まれます。さらに、冬季には交通確保のため道路除雪が必要であり、そのための

付帯施設の撤去・設置費用と除雪費用も負担が大きくなっています。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

道路は市民生活に直結する重要なインフラであるため、その状態を健全に保つた

めに、定期的な点検・診断を実施します。また、予防保全型の適正な維持管理・修

繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコストの最小化に努めるとともに、

道路として必要のない路線の廃止も検討していきます。なお、道路改良や新規の整

備については、今後の維持管理や更新のためのコストを踏まえて行っていきます。

あわせて、冬季の道路確保に係る除雪作業についても費用の縮減を図る必要があり、

同様に現状把握に努め、冬季道路確保路線の見直しを検討していきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行い、安全確保にも努めていきます。点検・診断等の履歴を集積・蓄

積し、総合管理計画の見直しに反映し、充実を図るとともに、維持管理・修繕・更

新を含む老朽化対策などに活かしていきます。

② 短期目標

ライフサイクルコストの縮減に向けて、道路パトロールを強化し、計画的な更新

等を行うための情報収集を行いながら、適切に維持管理していきます。
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２２ 橋梁

（１）現状や課題に関する基本認識

本市が所有し、管理する橋梁は 541 橋あります。長寿命化計画に基づき計画的に点

検・修繕を行っていますが、老朽化した橋梁も多く、今後の維持管理等に伴う負担は

重くなることが見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

橋梁は市民生活に直結する重要なインフラであるため、その状態を健全に保つた

めに、定期的な点検・診断を実施します。また、長寿命化計画により、適正な維持

管理・修繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコストの最小化に努めてい

きます。なお、新規の設置については、今後の維持管理や更新のためのコストを踏

まえて検討していきます。また、既存路線の検証により、重要路線の維持管理を重

視し、橋梁の撤去も視野に入れて、安全確保の観点から、必要に応じて、通行止め

などの措置を取っていきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行います。点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直

しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新・撤去を含む老朽化対策な

どに活かしていきます。

② 短期目標

橋梁長寿命化修繕計画の短期事業計画に沿って、橋梁の計画的な修繕を進めてい

きます。市民の安全を優先し、老朽化に伴い必要であれば通行止めなどの措置を取

り、道路として必要のない橋梁の撤去も行います。

２３ 上水道

（１）現状や課題に関する基本認識

本市が所有し、管理する上水道管路の延長は、542,575ｍになります。今後の更新等

に伴う負担は重くなることが見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

上水道は市民生活に直結する重要なインフラであるため、配水管の状態を健全に

保つために、定期的な点検・診断を実施します。また、予防保全型の長寿命化計画

を策定し、適正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコス
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トの最小化に努めていきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行い、安全確保にも努めていきます。点検・診断等の履歴を集積・蓄

積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新

を含む老朽化対策などに活かしていきます。

② 短期目標

公営企業の経営計画の策定を進め、経営の現状や課題を把握します。

２４ 下水道

（１）現状や課題に関する基本認識

本市が所有し、管理する下水道管路の延長は、459,004mになります。今後の更新等

に伴う負担は重くなることが見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

下水道は市民生活に直結する重要なインフラであるため、排水管の状態を健全に

保つために、定期的な点検・診断を実施します。また、予防保全型の長寿命化計画

を策定し、適正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコス

トの最小化に努めていきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行い、安全確保にも努めていきます。点検・診断等の履歴を集積・蓄

積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新

を含む老朽化対策などに活かしていきます。

② 短期目標

公営企業の経営計画の策定を進め、経営の現状や課題を把握します。

２５ ガス

（１）現状や課題に関する基本認識

本市が所有し、管理するガス管の延長は、296,197mになります。今後の更新等に伴

う負担は重くなることが見込まれます。
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（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

ガスは市民生活に直結する重要なインフラであるため、導管の状態を健全に保つ

ために、定期的な点検・診断を実施します。また、予防保全型の長寿命化計画を策

定し、適正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコストの

最小化に努めていきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行い、安全確保にも努めていきます。点検・診断等の履歴を集積・蓄

積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新

を含む老朽化対策などに活かしていきます。

また、今後の公営企業の経営計画を踏まえて、事業のあり方について検討してい

きます。

② 短期目標

公営企業の経営計画の策定を進め、経営の現状や課題を把握します。

２６ 光ケーブル・ケーブルテレビ

（１）現状や課題に関する基本認識

市の事業として、光ケーブルやケーブルテレビの整備を行っています。

光ケーブルは、市内全域への整備がほぼ完了しており、そのうちの一部をＮＴＴに

貸し付けて運用しています。

ケーブルテレビでは地域の身近な情報を伝えており、隣接する長岡市ケーブルＴＶ

局との制作協力や信越地域のケーブルテレビ局との共同制作も行っています。また、

ケーブルテレビの事務所兼スタジオが市役所堀之内庁舎に入っています。

いずれのインフラも市の所有であるため、今後の更新費用が負担となってきます。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理していくとともに、設備の維持

更新については、今後の市の事業としてのあり方を含めた中で検討していきます。

② 短期目標

維持管理費の縮減に努めながら、適切に維持管理していきます。
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２７ その他のインフラ

（１）現状や課題に関する基本認識

上記のほかにも、農道や公園遊具など、多くのインフラを有しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

① 基本方針

その他のインフラには、農林業の活性化に直結する重要なインフラ等も含まれて

いることから、その状態を健全に保つために、定期的な点検・診断を実施します。

また、適正な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、ライフサイクルコストの

最小化に努めていきます。なお、新規の設置については、今後の維持管理や更新の

ためのコストを踏まえて検討していきます。

日常管理については、ライフサイクルコストの縮減を目指して予防保全型の点

検・診断等を行い、安全確保にも努めていきます。点検・診断等の履歴を集積・蓄

積し、総合管理計画の見直しに反映し充実を図るとともに、維持管理・修繕・更新

を含む老朽化対策などに活かしていきます。

② 短期目標

ライフサイクルコストの縮減を意識しながら、必要な維持・更新を行っていきま

す。
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第４章 計画の推進方針

１ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

公共施設に関する情報は、財務会計システムなどを活用し、公会計管理台帳などとあ

わせて財産管理を所管する部署で一元的に管理する体制とします。公共施設の利用状況

などは、各施設所管課が毎月の利用状況を確実に集計することにより、公共施設の現状

をいつでも把握できる状態とします。

本計画の着実な推進にあたっては、副市長を本部長とする「行政改革推進本部」及び

その下部組織である「公共施設等総合管理計画庁内推進委員会」において、全庁的な取

組体制をとり、公共施設の効率的な配置の検討審議等を継続的に行っていきます。

２ フォローアップの進め方について

① 本計画で示した「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」

や「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」に関する進捗状況について、毎年

評価を実施していきます。

② 進捗状況に関する評価の結果、大幅な状況の変化があった場合には、本計画を改

定します。

③ 本計画の「短期」の期間である５年ごとに計画の改定を行っていくことにより、

計画の進捗状況や社会環境の変化などに対応した見直しを行っていきます。

④ 基本計画として位置づけられる本計画に沿って、個別施設の再編整備計画を策定

し、具体的な取組を進めていきます。

⑤ 公共施設白書は、本計画の改定時に必要となる施設データについて更新を行いま

す。

３ 市議会や市民との情報共有について

① 本計画については、十分な市民説明を行っていきます。

② 本計画の進捗状況については、随時市議会への報告を行います。

③ 本計画を踏まえた個別施設の再編整備計画などの策定にあたっては、市議会や市

民との協議を重ねていきます。

④ 本計画に基づく施設の整備にあたっては、できるだけ地域や市民のニーズを汲み

取りながら進めていきます。
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資料集（公共施設の一覧）

公共施設等白書に掲載された公共施設の一覧を耐用年数到来年度（西暦で表示）順に

並びかえて掲載しています。

令和２年６月更新の白書に掲載された公共施設の一覧については、第３章 施設類型

ごとの管理に関する基本的な方針と併せ、別冊としてまとめています。

表1 集会施設の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

守門 1 三渕沢生活改善センター 直営 169 昭和53年度 平成14年度 ※ 木造

守門 2 向松川集落開発センター 直営 194 昭和54年度 平成15年度 ※ 木造

入広瀬 3 穴沢原集落開発センター 直営 107 昭和55年度 平成16年度 ※ 木造

湯之谷 4 原集落開発センター 直営 182 昭和59年度 平成20年度 木造

守門 5 西名農事集会所 直営 265 昭和61年度 平成22年度 木造

広神 6 横瀬多目的集会センター 直営 199 昭和62年度 平成23年度 木造

広神 7 水沢農事集会センター 直営 159 平成4年度 平成28年度 木造

広神 8 山田構造改善センター 直営 194 平成4年度 平成28年度 木造

広神 9 一日市高齢者・婦人生産活動センター 直営 203 平成4年度 平成28年度 木造

広神 10 泉沢ふれあいセンター 直営 159 平成5年度 平成29年度 木造

広神 11 吉原ふれあいセンター 直営 212 平成5年度 平成29年度 木造

堀之内 12 上稲倉ふれあいセンター 直営 119 平成6年度 平成30年度 木造

広神 13 山田下多目的集会センター 直営 185 平成6年度 平成30年度 木造

広神 14 中島新田新規作物導入支援センター 直営 162 平成7年度 令和元年度 木造

広神 15 金ヶ沢新規作物導入支援センター 直営 217 平成8年度 令和2年度 木造

広神 16 小庭名ふれあいセンター 直営 313 平成8年度 令和2年度 木造

守門 17 小須原コミュニティセンター 直営 275 平成8年度 令和2年度 木造

入広瀬 18 柿ノ木集落集会所 直営 232 平成8年度 令和2年度 木造

広神 19 田尻ふれあいセンター 直営 209 平成9年度 令和3年度 木造

広神 20 広神住宅集会所 直営 64 平成11年度 令和3年度 木造

広神 21 三ツ又多目的集会センター 直営 129 平成10年度 令和4年度 木造

広神 22 今泉構造改善センター 直営 300 昭和60年度 令和5年度 鉄骨造

守門 23 守門克雪管理センター 直営 434 昭和48年度 令和5年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 24 守門細野地区高齢者能力活用センター 直営 445 平成11年度 令和5年度 木造

入広瀬 25 克雪管理センター「雪国会館」 直営 612 昭和48年度 令和5年度 ※ 鉄筋コンクリート造

広神 26 中島多目的集会センター 直営 378 昭和62年度 令和7年度 鉄骨造

広神 27 米沢ふれあいセンター 直営 121 平成13年度 令和7年度 木造

湯之谷 28 宇津野地域農業者等健康管理施設 直営 197 平成16年度 令和8年度 木造

湯之谷 29 七日市・七日市新田集落センター 直営 397 昭和52年度 令和9年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 30 守門自然休養村センター 直営 848 昭和52年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 31 中手原集落開発センター「平成館」 直営 91 平成1年度 令和9年度 鉄骨コンクリート造

小出 32 県営羽根川住宅集会場 直営 89 昭和56年度 令和10年度 鉄筋コンクリート造

広神 33 雁坂下コミュニティセンター 直営 268 平成2年度 令和10年度 鉄骨造

広神 34 並柳担い手センター 直営 477 昭和53年度 令和10年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 35 二分経営管理所 直営 358 昭和53年度 令和10年度 ※ 鉄筋コンクリート造

堀之内 36 新道島集落センター「はぐろ」 直営 149 平成17年度 令和11年度 木造

堀之内 37 原ふるさと会館 直営 393 昭和54年度 令和11年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 38 農業者健康管理施設「みずほ会館」 直営 563 昭和54年度 令和11年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 39 守門高齢者コミュニティセンター 直営 301 昭和55年度 令和12年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 40 三世代交流ホーム 直営 177 平成4年度 令和12年度 鉄骨造

入広瀬 41 平野又集落センター「睦館」 直営 196 昭和56年度 令和13年度 鉄筋コンクリート造

広神 42 小平尾研修集会センター 直営 680 昭和57年度 令和14年度 鉄筋コンクリート造

守門 43 守門農村環境改善センター 直営 498 昭和58年度 令和15年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 44 下島区集落センター 直営 311 昭和60年度 令和17年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 45 芋鞘地域バイタリティセンター「あけぼの館」 直営 360 昭和60年度 令和17年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 46 大湯温泉集落開発センター 直営 367 昭和62年度 令和19年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 47 大栃山農林会館 直営 444 平成2年度 令和22年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 48 高齢者等活動促進施設（穴沢ふれあい館） 直営 667 平成14年度 令和22年度 鉄骨造

湯之谷 49 下折立農林漁家高齢者センター 直営 384 平成3年度 令和23年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

広神 50 滝之又バイタリティセンター 直営 913 平成3年度 令和23年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 51 西村コミュニティセンター 直営 406 平成15年度 令和23年度 鉄骨造

湯之谷 52 吉田集落開発センター 直営 369 平成11年度 令和31年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 53 上折立高齢者・婦人活動施設 直営 104 平成11年度 令和31年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

地区集会施設
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表 1 集会施設の一覧

●

●

表 2 文化施設の一覧

表 3 博物館等の一覧

表 4 スポーツ施設の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

文化会館 小出 1 小出郷文化会館 直営 6,366 平成8年度 令和25年度 鉄筋コンクリート造

守門 1 旧佐藤家住宅 直営 160
元文3年
(1738年)

― ※ 木造

守門 2 旧目黒家住宅 直営 1,246
寛政9年
（1797年)

― ※ 木造

文化財

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

堀之内 1 宮柊二記念館 直営 497 平成4年度 平成28年度 木造

守門 2 守門民俗文化財館 直営 361 昭和49年度 令和6年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 3 目黒邸資料館 直営 667 平成3年度 令和23年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 4 野山の幸資料館 直営 949 平成9年度 令和29年度 鉄筋コンクリート造

博物館・資料館

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

湯之谷 1 東湯之谷体育館 直営 656 昭和35年度 平成6年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 2 小出郷総合体育館 直営 3,626 昭和48年度 平成19年度 鉄骨コンクリート造

守門 3 須原第２体育館 直営 936 昭和44年度 平成28年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

小出 4 小出第２体育館 直営 1,066 昭和58年度 平成29年度 鉄骨造

小出 5 小出第３体育館 直営 792 昭和60年度 令和元年度 鉄骨造

入広瀬 6 大白川体育館 直営 727 昭和51年度 令和5年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 7 須原第１体育館 直営 1,135 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 8 小出南部いきいきスポーツセンター 直営 997 平成5年度 令和9年度 鉄骨造

湯之谷 9 大沢ふれあい体育館 直営 1,015 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 10 上条体育館 直営 942 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 11 入広瀬スポーツセンター 直営 2,654 昭和57年度 令和11年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 12 湯之谷トレーニングセンター 指定管理者 958 昭和57年度 令和14年度 鉄骨造

守門 13 福山体育館 直営 1,965 昭和60年度 令和14年度 鉄筋コンクリート造

広神 14 広神体育センター 直営 999 昭和62年度 令和16年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 15 トレーニングセンター「ヤッコム」 指定管理者 678 平成05年度 令和22年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 16 堀之内体育館 指定管理者 4,927 平成8年度 令和25年度 鉄筋コンクリート造

広神 1 広神プール 直営 77 昭和48年度 平成26年度 ※ コンクリートブロック造

広神 2 下条プール 直営 57 昭和53年度 平成28年度 ※ 鉄骨造

小出 3 小出北部プール 直営 905 平成3年度 令和23年度 鉄筋コンクリート造

小出 1 青島野球場 直営 74 昭和61年度 令和6年度 鉄筋コンクリート造

広神 2 広神野球場 指定管理者 481 平成5年度 令和25年度 鉄筋コンクリート造

守門 3 守門サンスポーツランド 直営 255 平成14年度 令和34年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 4 薬師運動広場 指定管理者 268 平成16年度 令和36年度 鉄筋コンクリート造

野球場・運動広場

体育館等

プール

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

小出 1 小出公民館 直営 1,516 昭和40年度 平成27年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 2 入広瀬会館　　　　　　　　　　　　　　　　 直営 1,291 昭和44年度 平成28年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 3 小出郷福祉センター　 直営 1,445 昭和47年度 令和元年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 4 入広瀬生活改善センター　　　　　　　　 直営 200 昭和51年度 令和5年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

小出 5 伊米ヶ崎公民館 直営 729 昭和54年度 令和11年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

堀之内 6 堀之内公民館 直営 2,151 昭和57年度 令和14年度 鉄筋コンクリート造

小出 7 小出北部公民館 直営 914 昭和60年度 令和17年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 8 湯の里ふれあいセンター 直営 426 平成1年度 令和18年度 鉄筋コンクリート造

広神 9 広神コミュニティセンター 直営 1,645 平成2年度 令和19年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 10 地域振興センター 直営 3,110 平成6年度 令和23年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 11 湯之谷世代間交流施設 直営 1,427 平成7年度 令和24年度 鉄筋コンクリート造

守門 12 守門交流促進センター 直営 1,125 平成7年度 令和27年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

公民館等
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表5 産業系施設の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

湯之谷 1 薬師スキー場 － 240 昭和60年度 平成21年度 木造

守門 2 須原スキー場 － 2,668 平成11年度 令和19年度 鉄骨造

湯之谷 3 大湯温泉スキー場 － 410 平成6年度 令和26年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 4 大原スキー場 － 685 平成7年度 令和27年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

小出 5 小出スキー場 － 816 平成10年度 令和30年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 1 浅草山荘 指定管理者 4,439 昭和48年度 令和2年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 2 ふれあい交流センターこまみ 直営 1,283 平成9年度 令和3年度 木造

湯之谷 3 銀山平森林公園 指定管理者 2,370 平成12年度 令和4年度 木造

守門 4 農業体験実習館青雲館 直営 1,938 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

広神 5 地域休養施設羽川荘 － 1,422 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 6 薬師温泉センターゆ～パーク 指定管理者 2,324 平成7年度 令和11年度 鉄骨造

広神 7 さわやかセンター 直営 894 平成7年度 令和11年度 鉄骨造

湯之谷 8 栃尾又温泉センター 直営 1,135 昭和59年度 令和13年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 9 寿和温泉 直営 3,285 平成7年度 令和24年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 10 浅草山麓大自然館 直営 5,909 平成5年度 令和25年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 11 湯之谷交流センターユピオ 指定管理者 4,516 平成6年度 令和26年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

広神 12 神湯とふれあいの里 指定管理者 4,056 平成9年度 令和29年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 13 銀山平キャンプ場 指定管理者 651 平成17年度 令和37年度 鉄筋コンクリート造

小出 1 総合ビジターセンターかたっくり 指定管理者 963 平成8年度 令和2年度 木造

守門 2 守門特産品販売所 直営 92 平成10年度 令和4年度 木造

入広瀬 3 入広瀬雪国観光会館 直営 367 昭和63年度 令和8年度 鉄骨造

入広瀬 4 鏡ヶ池総合案内所 指定管理者 464 平成16年度 令和10年度 木造

湯之谷 5 奥只見スロープカー 指定管理者 169 昭和54年度 令和11年度 ※ 鉄骨造

守門 6 自然科学館「星の家」 直営 737 平成1年度 令和21年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 7 自然活用総合管理施設深雪の里 指定管理者 1,943 平成4年度 令和24年度 鉄骨造

広神 1 田中リース工場 直営 354 昭和61年度 平成13年度 木造

入広瀬 2 横根就業センター 直営 404 昭和55年度 平成23年度 ※ 鉄骨造

入広瀬 3 第１若者就業センター 直営 866 昭和58年度 平成26年度 鉄骨造

入広瀬 4 横根バイタリティセンター 直営 622 昭和60年度 平成28年度 鉄骨造

湯之谷 5 芋川リース工場 直営 372 昭和61年度 平成29年度 鉄骨造

守門 6 須原リース工場 直営 56 平成15年度 平成30年度 木造

入広瀬 7 第２若者就業センター 直営 500 昭和63年度 令和元年度 鉄骨造

入広瀬 8 第３若者就業センター 直営 720 平成2年度 令和3年度 鉄骨造

守門 9 須川リース工場 直営 499 平成5年度 令和6年度 鉄骨造

守門 10 細野第３リース工場 直営 250 平成13年度 令和14年度 鉄骨造

守門 1 木材乾燥施設 直営 370 昭和54年度 平成22年度 ※ 鉄骨造

入広瀬 2 入広瀬生きがいセンター 指定管理者 247 昭和54年度 平成22年度 ※ 鉄骨造

入広瀬 3 柿ノ木もみ乾燥調整施設 直営 135 昭和60年度 平成28年度 鉄骨造

入広瀬 4 入広瀬温室 直営 328 平成6年度 令和7年度 鉄骨造

広神 5 広神農村環境改善センター 直営 1,386 昭和54年度 令和8年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 6 守門ライスセンター 直営 1,479 平成7年度 令和8年度 鉄骨造

守門 7 雪むろと農産物加工場 指定管理者 348 平成8年度 令和9年度 鉄骨造

入広瀬 8 入広瀬山菜会館 指定管理者 774 昭和56年度 令和10年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 9 入広瀬自然活用センター 指定管理者 255 昭和63年度 令和11年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 10 入広瀬農業団地センター 直営 503 昭和57年度 令和11年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 11 湯之谷多目的交流施設 直営 497 平成8年度 令和12年度 鉄骨造

守門 12 峠の雪むろ 直営 431 平成12年度 令和13年度 鉄骨造

守門 13 細野地域食材加工場「細野ふれあいハウス」 直営 71 平成14年度 令和15年度 鉄骨造

入広瀬 14 入広瀬イワナの家 直営 252 昭和59年度 令和16年度 鉄筋コンクリート造

スキー場

温泉施設

観光施設

リース工場

農業振興施設
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表 6 学校の一覧

表 7 幼稚園・保育園の一覧

表 8 幼児・児童施設の一覧

表 9 高齢福祉施設の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

湯之谷 1 井口小学校 直営 6,574 昭和33年度 平成17年度 ※ 鉄筋コンクリート造

堀之内 2 堀之内小学校 直営 5,602 昭和43年度 平成27年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 3 入広瀬小学校 直営 4,047 昭和43年度 平成27年度 鉄筋コンクリート造

広神 4 広神東小学校 直営 5,396 昭和50年度 令和4年度 鉄筋コンクリート造

小出 5 小出小学校 直営 8,668 昭和52年度 令和6年度 鉄筋コンクリート造

広神 6 広神西小学校 直営 5,972 昭和54年度 令和8年度 鉄筋コンクリート造

小出 7 伊米ヶ崎小学校 直営 3,738 昭和58年度 令和12年度 鉄筋コンクリート造

守門 8 須原小学校 直営 5,805 昭和58年度 令和12年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 9 宇賀地小学校 直営 4,619 平成4年度 令和21年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 1 湯之谷中学校 直営 6,063 昭和43年度 平成27年度 鉄筋コンクリート造

広神 2 広神中学校 直営 6,588 昭和46年度 平成30年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 3 堀之内中学校 直営 6,546 昭和47年度 令和元年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 4 入広瀬中学校 直営 3,433 昭和47年度 令和元年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

小出 5 小出中学校 直営 9,775 昭和50年度 令和4年度 鉄筋コンクリート造

守門 6 守門中学校 直営 5,426 昭和52年度 令和6年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小学校

中学校

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

守門 1 守門保育園 直営 791 昭和46年度 平成30年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 2 守門幼稚園 直営 526 昭和48年度 令和2年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 3 入広瀬幼稚園 直営 539 昭和51年度 令和5年度 鉄筋コンクリート造

小出 4 ひがし保育園 直営 552 昭和52年度 令和6年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 5 伊米ヶ崎保育園 直営 749 昭和55年度 令和9年度 鉄筋コンクリート造

広神 6 ふたば東保育園 直営 1,620 平成5年度 令和9年度 鉄骨造

広神 7 ふたば西保育園 直営 1,712 平成7年度 令和11年度 鉄骨造

湯之谷 8 ひかり保育園 直営 696 昭和61年度 令和15年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 9 つくし保育園 直営 2,371 平成3年度 令和20年度 鉄筋コンクリート造

小出 10 佐梨保育園 直営 1,168 平成10年度 令和27年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 11 堀之内なかよし保育園 直営 2,922 平成14年度 令和31年度 鉄筋コンクリート造

幼稚園・保育園

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

入広瀬 1 入広瀬こどもの家 直営 483 昭和35年度 平成19年度 ※ 鉄筋コンクリート造

堀之内 2 堀之内子育て支援センター 直営 1,057 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 3 小出子育て支援センター 直営 622 平成16年度 令和8年度 木造

広神 4 よつば児童館 直営 264 平成16年度 令和20年度 鉄骨造

幼児・児童施設

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

堀之内 1 堀之内老人憩の家 指定管理者 507 昭和48年度 平成7年度 ※ 木造

広神 2 広神老人憩の家 直営 299 平成9年度 令和元年度 木造

小出 3 小出老人福祉センター 直営 905 昭和56年度 令和10年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 4 湯之谷老人福祉センター 直営 909 昭和56年度 令和10年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 5 養護老人ホーム南山荘 直営 1,891 昭和56年度 令和10年度 ※ 鉄筋コンクリート造

広神 6 広神老人福祉センター 指定管理者 622 昭和57年度 令和11年度 鉄筋コンクリート造

守門 7 守門高齢者センター 直営 877 昭和61年度 令和15年度 鉄筋コンクリート造

広神 8 デイサービスセンターひまわり 指定管理者 1,103 平成15年度 令和23年度 鉄骨造

守門 9 守門健康センター(介護福祉室) 指定管理者 1,273 平成6年度 令和26年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 10 湯之谷デイサービスセンター 指定管理者 680 平成8年度 令和28年度 鉄筋コンクリート造

守門 11 特別養護老人ホームあぶるま苑 指定管理者 3,182 平成12年度 令和29年度 鉄筋コンクリート造

小出 12 伊米ヶ崎デイサービスセンター 指定管理者 312 平成11年度 令和31年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

広神 13 高齢者生活支援ハウス 指定管理者 871 平成18年度 令和35年度 鉄筋コンクリート造

その他福祉施設 小出 1 小出ボランティアセンター 指定管理者 1,450 平成7年度 令和27年度 鉄筋コンクリート造

高齢福祉施設
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表10 障害福祉施設の一覧

表 11 保健施設の一覧

表 12 庁舎等の一覧

表13 消防施設の一覧

表14 その他行政系施設の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

湯之谷 1 湯之谷保健センター 直営 764 平成6年度 令和23年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 2 守門健康センター(健康増進室) 直営 1,701 平成6年度 令和26年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 3 入広瀬保健センター 直営 1,427 平成15年度 令和35年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

保健センター

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

堀之内 1 堀之内防雪サブセンター 直営 729 昭和49年度 平成17年度 ※ 鉄骨造

広神 4 広神防雪サブセンター 直営 408 昭和49年度 平成24年度 ※ 鉄骨造

小出 2 小出防雪サブセンター 直営 374 昭和58年度 平成26年度 鉄骨造

守門 5 守門防雪サブセンター・須原 直営 482 昭和61年度 平成29年度 鉄骨造

入広瀬 9 入広瀬防雪センター・大栃山 直営 128 昭和61年度 平成29年度 鉄骨造

湯之谷 3 湯之谷除雪センター・葎沢 直営 568 平成1年度 令和2年度 鉄骨造

守門 6 守門防雪サブセンター・福山 直営 244 平成2年度 令和3年度 鉄骨造

守門 7 守門防雪サブセンター・上条 直営 413 平成5年度 令和6年度 鉄骨造

入広瀬 8 入広瀬防雪センター・横根 直営 168 平成14年度 令和15年度 鉄骨造

その他行政系施設

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

入広瀬 1 市役所入広瀬庁舎 直営 2,501 昭和53年度 令和10年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

小出 2 市役所小出庁舎 直営 2,568 昭和54年度 令和11年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

堀之内 3 市役所堀之内庁舎 直営 2,544 昭和58年度 令和15年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

守門 4 市役所守門庁舎 直営 3,677 昭和60年度 令和17年度 鉄筋コンクリート造

広神 5 市役所広神庁舎 直営 3,188 昭和62年度 令和19年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 6 市役所湯之谷庁舎 直営 4,975 平成10年度 令和30年度 鉄筋コンクリート造

庁舎

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

小出 1 消防本部・消防署 直営 3,659 平成25年度 令和45年度 鉄筋コンクリート造

守門 2 消防署上条出張所 直営 579 平成25年度 令和45年度 鉄筋コンクリート造
消防署

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

広神 1 ひろかみ工芸 指定管理者 674 昭和44年度 令和元年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 2 わかあゆ社 指定管理者 591 昭和51年度 令和8年度 ※ 鉄筋コンクリート造
障害福祉施設
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表15 公営住宅の一覧

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

小出 1 大清水住宅 直営 259 昭和40年度 昭和62年度 ※ 木造

小出 2 大河原住宅 直営 340 昭和44年度 平成3年度 ※ 木造

湯之谷 3 井口境住宅 直営 520 昭和58年度 平成17年度 木造

湯之谷 4 佐梨川端住宅 直営 130 昭和58年度 平成17年度 木造

湯之谷 5 大沢住宅 直営 210 平成1年度 平成23年度 木造

広神 6 連日住宅 直営 350 昭和44年度 平成28年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 7 清水住宅 直営 500 昭和44年度 平成28年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 8 中手原住宅 直営 500 昭和45年度 平成29年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 9 大清水第２住宅 直営 961 昭和46年度 平成30年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 10 平野又住宅 直営 400 昭和46年度 平成30年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 11 メゾンおおとちやま 直営 847 平成8年度 平成30年度 木造

小出 12 館ノ前住宅 直営 992 昭和49年度 令和3年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 13 栃尾又住宅・１号棟 直営 277 昭和49年度 令和3年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 14 栃尾又住宅・２号棟 直営 277 昭和49年度 令和3年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 15 吉田住宅 直営 554 昭和49年度 令和3年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 16 井口住宅 直営 3,221 昭和50年度 令和4年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 17 須原住宅１号棟 直営 464 昭和51年度 令和5年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 18 栃尾又住宅・３号棟 直営 514 平成2年度 令和6年度 鉄骨造

守門 19 須原住宅２号棟 直営 786 昭和52年度 令和6年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 20 第三大栃山住宅 直営 443 平成2年度 令和6年度 鉄骨造

堀之内 21 宮原住宅 直営 2,107 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 22 中村住宅 直営 213 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 23 葎沢住宅 直営 432 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 24 大堀添住宅 直営 1,106 平成3年度 令和7年度 鉄骨造

守門 25 上条住宅１号棟 直営 504 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 26 第二大栃山住宅 直営 409 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 27 清水上住宅 直営 708 昭和54年度 令和8年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 28 田小屋住宅 直営 569 昭和54年度 令和8年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 29 穴沢住宅 直営 779 平成4年度 令和8年度 鉄骨造

入広瀬 30 第五大栃山住宅 直営 747 平成4年度 令和8年度 鉄骨造

守門 31 上条住宅２号棟 直営 435 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

入広瀬 32 大白川住宅 直営 437 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 33 上条住宅３号棟 直営 429 昭和56年度 令和10年度 鉄筋コンクリート造

小出 34 青島東住宅 直営 1,171 昭和58年度 令和12年度 鉄筋コンクリート造

広神 35 広神住宅車庫 直営 647 平成11年度 令和12年度 鉄骨造

守門 36 須原住宅３号棟 直営 576 昭和58年度 令和12年度 鉄筋コンクリート造

広神 37 広神住宅Ａ 直営 904 平成10年度 令和14年度 鉄骨造

湯之谷 38 浦堀添第２住宅 直営 1,584 平成12年度 令和16年度 鉄骨造

入広瀬 39 横根住宅 直営 543 平成12年度 令和16年度 鉄骨造

湯之谷 40 松ヶ崎住宅 直営 1,260 平成13年度 令和17年度 鉄骨造

守門 41 須原住宅４号棟 直営 548 昭和63年度 令和17年度 鉄筋コンクリート造

守門 42 須原住宅５号棟 直営 548 平成1年度 令和18年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 43 関下住宅１号棟 直営 997 平成4年度 令和21年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 44 堀之内住宅 直営 2,055 平成18年度 令和22年度 鉄骨造

堀之内 45 関下住宅３号棟 直営 1,906 平成6年度 令和23年度 鉄筋コンクリート造

小出 46 羽根川住宅 直営 2,212 平成6年度 令和23年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 47 関下住宅２号棟 直営 1,891 平成9年度 令和26年度 鉄筋コンクリート造

守門 48 須原住宅Ａ 直営 581 平成9年度 令和26年度 鉄筋コンクリート造

小出 49 沢田住宅 直営 1,227 平成11年度 令和28年度 鉄筋コンクリート造

広神 50 広神住宅Ｂ 直営 2,304 平成11年度 令和28年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 51 関下住宅４号棟 直営 1,340 平成12年度 令和29年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 1 月岡住宅 直営 453 昭和49年度 平成8年度 ※ 木造

湯之谷 2 上ノ原住宅 直営 142 昭和58年度 平成17年度 木造

守門 3 西村住宅 直営 251 昭和45年度 平成29年度 ※ 鉄筋コンクリート造

小出 4 居平住宅 直営 340 昭和47年度 令和元年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 5 大湯住宅 直営 722 平成4年度 令和8年度 鉄骨造

入広瀬 6 メゾンいりひろせ 直営 749 平成17年度 令和9年度 木造

守門 7 福山住宅 直営 342 昭和62年度 令和16年度 鉄筋コンクリート造

広神 8 新保住宅 直営 3,244 平成5年度 令和22年度 鉄筋コンクリート造

小出 9 佐梨川住宅 直営 1,562 平成11年度 令和28年度 鉄筋コンクリート造

市営住宅

市有住宅
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表 16 公園の一覧

表17 供給処理施設の一覧

表18 その他の公共施設の一覧

●

注：集計等の都合上、調査時点を平成 26 年 3 月 31 日時点としているため、一覧には

掲載されていますが、本計画策定時点(H28.2)で譲渡又は取壊し等されている施設

については、施設名称欄に「●」を記してあります。

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

ごみ処理場 広神 1 エコプラント魚沼 直営 5,747 平成6年度 令和14年度 鉄筋コンクリート造

その他供給処理施設 堀之内 1 バイオマス利活用施設 直営 4,927 平成20年度 令和21年度 鉄骨造

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

湯之谷 1 上ノ原児童公園 直営 90 昭和46年度 平成14年度 ※ 鉄骨造

湯之谷 2 薬師農村公園 直営 67 昭和56年度 平成17年度 木造

湯之谷 3 折立ふれあいの郷 指定管理者 1,093 昭和53年度 平成20年度 ※ 軽量鉄骨造

広神 4 戸隠・渓流・歴史公園 指定管理者 82 平成7年度 令和元年度 木造

守門 5 福山峠緑のふるさと広場 直営 395 平成10年度 令和4年度 木造

入広瀬 6 越後ハーブ香園入広瀬 直営 635 平成13年度 令和7年度 木造

守門 7 須原ゲートボールコート 直営 113 昭和59年度 令和16年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 8 月岡公園 指定管理者 1,201 平成9年度 令和17年度 鉄骨造

入広瀬 9 鷹待城址公園 指定管理者 68 昭和60年度 令和17年度 鉄筋コンクリート造

小出 10 魚野川ふれあい公園 直営 213 平成4年度 令和24年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 11 鏡ヶ池公園 指定管理者 82 平成5年度 令和25年度 鉄筋コンクリート造

公園

小分類 地域 No 施設名称
運営
主体

延床
面積
(㎡)

主要建物
建築年度

耐用年数
到来年度

未耐震
施設

主要
建物構造

広神 1 広神第１教員住宅 直営 159 昭和61年度 平成20年度 木造

湯之谷 2 湯之谷第５教員住宅 直営 68 昭和62年度 平成21年度 木造

湯之谷 3 湯之谷第６教員住宅 直営 60 昭和62年度 平成21年度 木造

湯之谷 4 湯之谷第７教員住宅 直営 60 昭和62年度 平成21年度 木造

小出 5 小出第２教員住宅 直営 192 平成1年度 平成23年度 木造

守門 6 西村医師住宅 直営 194 平成2年度 平成24年度 木造

小出 7 小出第１教員住宅 直営 340 昭和48年度 令和2年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 8 守門第１教員住宅 直営 637 昭和53年度 令和7年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 9 守門第２教員住宅 直営 498 平成4年度 令和21年度 鉄筋コンクリート造

入広瀬 10 入広瀬第１教員住宅 直営 849 平成6年度 令和23年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 11 堀之内教員住宅 直営 1,251 平成9年度 令和26年度 鉄筋コンクリート造

湯之谷 1 魚沼市斎場 指定管理者 224 昭和43年度 平成30年度 ※ 鉄骨鉄筋コンクリート造

入広瀬 2 入広瀬火葬場 指定管理者 193 平成18年度 令和38年度 鉄筋コンクリート造

堀之内 1 貸物件作業小屋・堀之内 直営 113 昭和58年度 平成19年度 木造

小出 2 旧共同職業訓練施設・佐梨 直営 480 昭和43年度 平成30年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 3 鷹ノ巣バイオトイレ格納庫 直営 180 昭和60年度 令和5年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

堀之内 4 旧原小学校 直営 3,223 昭和54年度 令和8年度 ※ 鉄筋コンクリート造

守門 5 上条会館 直営 3,306 昭和55年度 令和9年度 ※ 鉄筋コンクリート造

広神 6 旧広神へき地診療所 直営 398 昭和53年度 令和10年度 ※ 鉄筋コンクリート造

湯之谷 7 銀山平格納庫 直営 209 平成4年度 令和12年度 鉄骨鉄筋コンクリート造

湯之谷 8 旧さくら保育園遊戯室 直営 125 昭和61年度 令和15年度 鉄筋コンクリート造

広神 9 旧広神へき地診療所・車庫 直営 81 平成15年度 令和16年度 鉄骨造

職員住宅

斎場

その他
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